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≪令和 8年度におけるクラス年齢と児童の生年月日≫ ※令和 8年 4月 1日の前日の年齢 

クラス年齢 児 童 の 生 年 月 日 

0 歳児 令和 7 年 (2025 年) 4 月 2 日 ～    

1 歳児 令和 6 年 (2024 年) 4 月 2 日 ～ 令和 7 年 (2025 年) 4 月 1 日 
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〒430－0933 浜松市中央区鍛冶町１００番地の１ ザザシティ浜松 中央館５階 

幼保支援課 保育相談センター ☎053－457－2833 

受付時間 8 時３０分 ～ １７時１５分（土日・祝日・年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可保育施設の入園手続きに関する相談、一時預かり事業（一時保育）などの保育サ

ービスの利用の相談などを保育相談センターで受け付けています。 

電話相談、オンライン相談（ビデオ通話）、窓口相談があります。オンライン相談ご希

望の場合は、SMS またはメールに相談用の URL をお送りしますので、保育相談セン

ターにお電話ください。各相談、予約制ではありません。 

入園申込みに関する一通りの説明に要する時間は、30 分程度です。認可保育施設利

用案内をお手元にご準備いただけると、スムーズに相談が進みます。（なくても相談は

可能です。） 

窓口相談は混雑している場合がありますので時間に余裕をもってお越しください。 

 

 

 

浜松市こども

若者総合相談

センターわか

ばプラス 
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第１章 入園申込みの手続きについて                          

➀ 認可保育施設の種類について  

② 入園申込みの流れについて  

③ ４月（一次）スケジュール  

④ ４月（二次）スケジュール  

⑤ 年度途中スケジュール  

⑥ 育児休業給付を受給される皆様へ  

⑦ 配布書類の内容  

⑧ 書類の確認方法  

⑨ 書類の提出方法  

 

第２章 入園申込み書類（A～D）の書き方                        

➀ 転園希望調査票（転園希望者のみ）  

② 
Ａ 教育・保育給付認定申請書兼利用申込書 

(2 号・3 号認定用) 

 

③ Ｂ 認可保育施設利用申込補助票①  

④ Ｃ 認可保育施設利用申込補助票②  

⑤ Ｄ マイナンバー記入用紙および本人確認書類  

 

 

 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/s-youho/annaidouga.html  検索 
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1．認可保育施設について                        
 

「子ども・子育て支援新制度」における小学校就学前の認可保育施設について、市内では大きく分けて次

の種類があります。 

 

①認定こども園 【令和 8年度施設数：92】 

幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、地域の子育て支援も行う

施設です。 

 

②保育所 【令和 8年度施設数：49】 

  保護者が就労等によりお子さまを保育できない場合、保護者に代わって保育を行う施設です。 

 

③小規模保育事業 【令和 8年度施設数：54】 

  ・保育所より少人数の定員（6～19 人）で、0歳児から 2歳児までの保育を行います。 

・卒園後は連携施設（※）で引き続き受け入れ、教育または保育を提供します。 

 

④事業所内保育事業 【令和 8年度施設数：12】 

  ・事業所の従業員のお子さまを対象（従業員枠）とした施設で、地域のお子さま（地域枠）も受け入

れ、一緒に保育を行います。 

・地域のお子さまは、0 歳児から 2 歳児までを対象とし、卒園後は連携施設（※）で引き続き受け入

れ、教育または保育を提供します。 

 

※ 連携施設・・・認定こども園、幼稚園または保育所（幼稚園は従来型の私立幼稚園を含む） 

（連携施設については P61 以降の「認可保育施設一覧」をご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 認証保育所…市が定める独自の基準を満たし、市が審査の上認証した施設。 

② 企業主導型保育事業…企業の就労形態に対応した保育サービスを提供している認可外の事業所内保育

施設。企業の従業員の子ども（従業員枠）が対象ですが、施設によっては保育

を必要とする地域の子ども（地域枠）も受け入れて一緒に保育を行います。 

③ その他の認可外保育施設…市に保育サービスの実施の届け出がされた施設。 

※施設への直接申込みとなります。受託年齢、利用料、預けられる時間、入園条件等は 

施設によって異なるため、詳細については施設に直接ご確認ください。 

 

 

認可外保育施設について 

認可外保育施設
に関する詳しい
ご案内はこちら
から 
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※その他の申込み事由に 
ついては P5 をご覧ください。 

①～④：申込書等は幼保支援課にご提出ください。 

⑤：申込書等は各施設にご提出ください。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

①・②：申込書等は幼保支援

課にご提出ください。 

⑤：申込書等は各施設にご提

出ください。 

 
 

 
 

 

 

を利用できます 

 
 

 
 

 

 

 
を利用できます 

 
利用できる認可保育施設を確認しよう！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

◆ 【3 号認定】のうち 0歳児クラスを希望する方は施設の受託年齢を必ずご確認ください。 

※P61 以降の「認可保育施設一覧」をご覧ください。    

◆ ③または④の施設を希望する方は、3歳児からの連携施設（保育所等）を必ずご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまの年齢は？ 
令和 8年 4月 1 日の前日の年齢 

※表紙のクラス年齢表をご覧ください。 

3 歳から 5歳まで 0 歳から 2歳まで 

働き方は？（予定含む） 働き方は？（予定含む） 

両親のどちらかが

働いている。又はひ

とり親で働いてい

ない。 

両親ともに働いて

いる。又はひとり親

で働いている。 

両親のどちらかが

働いている。又はひ

とり親で働いてい

ない。 

両親ともに働いて

いる。又はひとり親

で働いている。 

 

保護者が就労の事由で申込む場合 

1 か月の就労時間は？ 

64 時間未満 64 時間以上 

1 か月の就労時間は？ 

64 時間未満 64 時間以上 

②保育所 

①認定こども園（保育所機能） 

 
を利用できます 

私立幼稚園（従来型） ⑤事業所内保育事業（従業員枠） 

【3号認定】 

申込書等は各施設にご提出

ください。 

以下のような事業を

ご利用できます 
●一時預かり事業（一時保

育） 

●こども誰でも通園制度

（乳児等通園支援事業） 

●幼稚園を満 3歳児（受入 

施設のみ）から利用 

※受入の可否は直接施設 

にご確認ください。 

●ファミリーサポート 

④事業所内保育事業（地域枠） 

【1号認定】 

幼稚園（市立・私立の新制

度幼稚園） 

①認定こども園（保育所機能） 

②保育所 

⑤事業所内保育事業（従業員枠） 

【2号認定】 

①認定こども園（幼稚園機能） 

を利用できます 

③小規模保育事業  

選択可 
選択可 
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2．教育・保育給付認定について                            

認可保育施設を利用するには、2 号または 3 号の教育・保育給付認定申請および利用申込みが必要となります。 

認定区分 
対象となる児童の年齢 

（令和8年 4月 1日の前日の年齢） 

※表紙のクラス年齢表をご覧ください。 

利用する 
保護者の条件 

利用できる主な施設 

1 号認定 ※ 
満 3歳から 
小学校就学前まで 

特になし 
認定こども園（幼稚園機能） 
幼稚園 

2 号認定  
就労等により 
お子さまを保育
できない場合 
（保育を必要と
する事由を参
照） 

認定こども園（保育所機能） 
保育所 
事業所内保育事業（従業員枠） 

3 号認定 0 歳から 2歳まで 

認定こども園（保育所機能） 
保育所 
小規模保育事業  
事業所内保育事業（従業員枠・地域枠） 

※ 新制度に移行しない従来型の私立幼稚園を希望する場合、1号の認定申請は不要です。 

1 号の認定申請は、利用する幼稚園等で入園を決定次第、施設からご案内をさせていただきます。 
 

 2 号または 3号認定の要件（保育を必要とする事由）                                            

2 号または 3 号の認定を受けられるのは、保護者のいずれもが下記の「保育を必要とする事由」1～9 の

いずれかに該当し、お子さまを保育できない場合です。未就学児のきょうだいがいる場合、認可保育施設・

認可外保育施設（認証保育所・企業主導型保育事業を含む）・幼稚園・児童発達支援施設に通っていない場

合はすべての児童の申込みが必要となります。 
保育を必要 
とする事由 

保護者の状況 
利用できる期間 
（認定期間） 

1 就労 
月 64 時間以上の就労 
（フルタイム・パートタイム・居宅内外労働） 

就労が継続している期間 

2 
妊娠・出産  
※1 

母親が出産間近な状態又は出産後間がない場合 

出産予定日から起算して前
8 週間の月の 1 日から出産
日から起算して 8 週間を経
過する日の翌日の月末 ※2 

3 疾病等・障がい 
保護者が疾病等で入院している場合や 
障がいを持っている場合 

疾病等が回復するまで 

4 介護・看護 親族の介護・看護が常時必要である場合 
介護・看護の必要が 
なくなるまで 

5 災害復旧 
地震、火災、風水害等の災害復旧に 
あたっている場合 

復旧が完了するまで 

6 求職活動 
就労する意思があり、求職活動や起業準備に 
専念している場合 

効力発生日から 90日を 
経過する日の月末 ※3 

7 就学・職業訓練 
保護者が大学等に在学している場合や、職業能力 
開発施設等で職業訓練を受けている場合 

卒業予定日・終了予定日 
の月末 

8 児童虐待・ＤＶ 児童虐待・ＤＶを防止するために必要な場合 必要と認められる期間 

9 育児休業 
育児休業取得時に、すでに保育施設を利用している 
子どもがいて、継続利用が必要と認められる場合 

育児休業取得期間 
（又はその月末） 

※1 認定期間満了後は退園していただきます。（基本的には一時預かり事業（一時保育）の利用をお願いしてい
ます。）引き続き在園を希望する場合は、生まれた子とともに再度、2号または 3号の認定申請および利用
申込みをしていただき、あらためて利用調整（選考）となります。 

※2 個別の状況により最大産後 6 か月を経過する日の翌日の月末までの延長を可能とします。入所時に意向を
確認させていただきます。また、多胎児の場合は、出産予定日から起算して前 14 週間の月の 1日から利用
できます。 

※3 入園後 90 日以内に利用基準（月 64時間以上）を満たす「就労証明書」を提出していただきます。「就労証
明書」が提出されず、他の保育を必要とする事由にも該当しない場合には退園していただきます。 

◎上表の事由に該当する場合でも、ご希望の認可保育施設に空きがない場合には入園できませんので、あ

らかじめご承知おきください。 

◎「就労」等の「妊娠・出産」以外の事由で申し込む方で、入園希望月の 1 日が産前・産後休暇期間中の

場合には、「妊娠・出産」事由での認定となります。 

◎待機となられた方で、令和 8 年度中に認定期間が満了（3 歳到達による認定期間満了を除く）となった

以降は、選考の対象となりませんのでご注意ください。認定期間満了後は、再度、2 号または 3 号の認

定申請および利用申込みが必要となります。 
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 保育標準時間・短時間認定について                                   

2 号または 3 号認定については、保護者の就労時間等により、「保育標準時間認定」、「保育短時間認定」

に区分されます。利用者負担（保育料）や延長（時間外）保育の取り扱いも、この区分に応じて異なりま

す。1日の利用可能時間は原則、保育標準時間認定は 11 時間まで、保育短時間認定は 8時間までとなって

います。（実際の保育時間は、仕事の時間と通勤に必要な時間等、ご家庭の状況に応じて異なります。） 
 

保育を必要とする事由 保育標準時間（最長 11時間）認定 保育短時間（最長 8時間）認定 

就労 

1 か月あたり 120 時間以上 ※1 
1 か月あたり 120 時間未満 ※2 

※下記《保育短時間認定について》参照 
介護・看護 

就学・職業訓練 

求職活動 選択不可 保育短時間認定のみ 

妊娠・出産 

保護者の希望により選択が可能 
疾病等・障がい 

災害復旧 

児童虐待・ＤＶ 

育児休業 
育児休業取得前の認定区分と同じ（例：取得前が保育短時間認定であった

場合は、育児休業中も保育短時間認定） 

※1 保護者のどちらもが、1 か月あたり 120 時間以上の就労等が確認できる場合は、原則、保育標準時 

間認定となります。 

※2 保護者のどちらかが、1 か月あたり 120 時間以上の就労等が確認できない場合は、原則、保育短時 

間認定となります。 

《保育短時間認定について》 

・各施設が設定する 8 時間の保育短時間を超えた場合、延長（時間外）保育料が発生する場合がありま

す。（各施設の延長保育の実施の有無は P62～P69「認可保育施設一覧」をご確認ください。） 

・通勤・送迎距離や時差勤務（シフト制）による理由により、保育短時間認定では利用が困難な場合、

あらかじめ保育標準時間として認定申請が可能です。 

 

 支給認定証                                                 

・教育・保育給付認定申請および利用申込みの手続き後、「支給認定証」を交付します。 

・認定変更等の手続きの際に必要になりますので、紛失しないよう保管しておいてください。 

・「支給認定証」は、初回の利用調整の結果通知と併せて発送します。 

・浜松市に転入予定、出生前申込みをされた方については、住民票登録後に「支給認定証」を交付しま

す。 

・転園申込みをされた方については、「支給認定証」はすでに交付済のため改めて交付はしません。 

・入園後に、年齢が満 3歳に到達し、3号認定から 2号認定に変更となった場合、「支給認定証」は施設

経由で交付します。 

・教育・保育給付認定の認定期間内であっても、保育の必要性が認められない場合等には、認定を取り

消すことがあります。（認定が取り消された場合、選考の対象となりません） 
 

《支給認定証の認定内容変更や再発行を希望する場合》 

  「【第 6 号様式】教育・保育給付認定変更申請書」や「【第 8 号様式】支給認定証再交付申請書」の提

出が必要となります。専用封筒に入れ、必要書類を添付して、幼保支援課に郵送してください。 

手続きの詳細については P41～P44・P46・P48 をご覧ください。 
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3 申込書類一式を 

整えます 

 

入園面接・利用の開始 次回以降の選考へ 

3．認可保育施設の申込みについて                      
 
 認定申請および利用申込みの前に                                    

・申込児童やきょうだいの利用者負担（保育料）の未払いがある方は、必ず支払いを済ませてからお申込

みください。支払いが確認できない場合、選考の対象外となる場合があります。 

・施設によって保育内容に様々な特色があるため、利用申込みをする前に必ず施設を見学してください。 

内定を辞退されますと、施設の運営に支障が出る場合があります。また、令和 9年 3月（令和 8年度中）

までの利用調整上で減点（-7点）されますので、希望園選びには十分ご注意ください。 

・入園は先着順ではありません。申込期間が終わり、申込数が募集数を超えた場合は、利用調整基準表に

基づき選考を行い、利用者を決定します。 

・未就学児のきょうだいがいる場合、認可保育施設・認可外保育施設（認証保育所・企業主導型保育事業

を含む）・幼稚園・児童発達支援施設に通っていない場合はすべての児童の申込みが必要となります。 

・育児休業取得中の方は、入園月（以前）に復職することを条件として、認定申請および利用申込みをす

ることができます。認可保育施設に入園できた場合は、必ず入園月中に復職してください。ただし、勤

務先の都合等により、月初に復職しなければならない場合は入園月翌月の１日までに復職してください。 

・施設ごとに、会費（後援会費・父母会費等）や体操服・園服等の費用が別途かかる場合があります。 

・4 月申込みに限り、出産予定日が令和 8 年 2 月 3 日までの方のみ出生前申込みが可能です。希望する施

設の受託年齢を確認のうえお申込みください。出産後は必ず幼保支援課 保育相談センター 

（☎053-457-2833）にご連絡ください。ただし、出生が遅れ、令和 8 年 2 月 4 日以降となった場合は、

受託年齢を満たさないため 4月入園はできません。 

※各施設の受託年齢につきましては、P62～P69「認可保育施設一覧」をご確認ください。 

・土曜保育等の保育を希望する場合は、希望施設の土曜日等の共同保育を確認のうえお申込みください。 

※土曜日等の共同保育につきましては、P60「令和 8年度実施施設一覧」をご確認ください。 
 

 お子さまの発達や行動、体について心配がある場合                               

お子さまが障がいをお持ちである場合や、発達面（言葉の遅れや落ちつきがない等）、健康面（病歴や持

病等）に不安がある場合は、必ず利用申込み前に希望する施設へお子さまと一緒に見学 

に行き、施設の担当者にご相談ください。なお、施設の受入態勢が整わず、入園をお受 

けできない場合もありますので、期間に余裕をもってお早目にご相談ください。 

また、お子さまが医療的ケアを必要とする場合には、申込み時に別途必要となる書類 

がありますので、あらかじめ幼保運営課 指導グループ（☎053-457-2117）にご相談く 

ださい。 
 

 申込みの流れについて                                         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書類

一式 

 

4 申込書類一式を保育相談センターに郵送します 

1 施設と見学する日程を

調整して、希望する施設を

選びます 

2 保育相談センター、各こど

も家庭センターで申込書類一

式を受け取ってください 

どの園にしようかな？ 
 

 

 
幼保支援課 
保育相談センター行 

5 浜松市が教育・保育給付認定、利用調整を行います 

医療的ケアに関
する詳しいご案
内はこちらから 

 

保留 内定 

 

 

 
幼保支援課 
保育相談センター 

●必ず切手を貼ってください 
●締切日当日消印有効となります（P8～P10 参照） 
●不足書類があると受付できない場合があります 
●書類は順番通りにそろえてください（P34 参照） 
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 令和 8年度 4月一斉受付スケジュール  ※先着順ではありません                

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆書類配布：令和 7年 10 月 1日（水）～ 

幼保支援課 保育相談センター、各こども家庭センターで配布します。 

◆希望園等変更期間：令和 7年 11 月 26 日(水) ～ 令和 7年 11月 28 日(金) 8 時 30 分から 17 時 15 分まで 

※7 希望園変更またはきょうだい区分変更は保育相談センターにお電話ください。 

【幼保支援課 保育相談センター】☎053-457-2833 

★結果通知発送日：令和 8年 2月 25 日（水） ※8に同じ 

 5 月選考へ 
※申込みは原則、令和 9年 3月(令和 8年度中)入園選考まで有効 

内定 保留 

入園 

面接 

●二次選考● 二次選考の対象世帯は、令和 8年 1月 26 日（月）から令和 8年 1月 30日（金）までの

受付期間に申込みをした世帯と一次選考対象世帯で入園保留になった世帯となります。 

令和 8年 4月 1日現在、保留となった方について     

●求職活動や妊娠・出産等の場合を除き、令和 9年 3月（令和 8年度中）まで入園選考の対象となります。募集枠に空きが生じて入園内定とな

った場合は、入園内定月の前月 18日前後に電話連絡させていただきます。 

●二次選考終了後に内定の取下げまたは在園児の退園があった場合、二次選考までに申込みされ、保留となった方を対象に繰上げ内定となる場

合があります。なお、繰上げ内定の方には電話連絡させていただきます。       

令和 8年 4月 1日現在、内定となった方について         

●「保育料決定通知書（0～2 歳児クラスのみ）」、「入所承諾書（保育所のみ）」、「副食費免除決定通知（3 歳児クラス以上の該当者のみ）」の発

送は 3月下旬頃を予定しています。面接で特に指摘がなければ、事実上の入園決定となります。    

◆郵送受付期間：令和 7年 10月 1日（水）～ 令和 7年 10 月 15日（水）【締切日当日消印有効】 

※3 先着順ではありませんので、不備なく書類をそろえて受付期間内に郵送してください。 

※4 不備等が確認された場合は受付ができないことがあります。 

※5 提出書類の内容に不備等が確認された場合は保育相談センターから連絡させていただきます。 

【幼保支援課 保育相談センター】☎053-457-2833 

【一次受付】 

◆募集人数公表：令和 7年 10 月 1日（水） 

※1 子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。公表は 13 時頃を予定しています。 

※2 職員の確保状況などの理由で募集人数が変更となる場合があります。 

必ず令和 7年 11 月 25 日（火）公表の確定値を確認してください。 

募集人数は子育て情報サイト「ぴっぴ」の 
ホームページで確認できます。 

 

●一次選考● 

期間中 1人 1回限りと

なります。 

内定 保留 

◆郵送受付期間：令和 8年 1月 26 日（月） 

～令和 8 年 1月 30 日（金）【締切日当日消印有効】※3※4※5に同じ 

【二次受付】 

◆募集人数・申込状況公表：令和 8年 1月 26 日（月） ※1に同じ 

★結果通知発送日：令和 8年 1月 9日（金）  

※8 自宅に届くのは発送日の翌日以降となります。なお、電話に 

よる結果についての問合せはできかねます。 

◆希望園等変更期間：令和 8年 1月 26 日(月) ～令和 8年 1月 30日(金) 8 時 30分から 17時 15 分まで 
※7に同じ 

※9 申込状況は令和 8年 1月 26 日（月）に子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。公表は 

13 時頃を予定しています。 

必ず施設見学を

してください！ 

新規申込み 

ぴっぴ 検索 

一次選考対象世帯のみで、期

間中1人 1回限りとなります。 

◆募集人数（確定値）・申込状況公表：令和 7年 11月 25 日（火） 

※6 募集人数の確定値、申込状況を子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。公表は 13時頃を予定して 

います。 



- 9 - 

入園内定月の前月 18 日前後に電話連絡させて

いただきます。 

【幼保支援課 入所管理グループ】 

☎053-457-2867 

◆新規申請書類・追加書類受付期間【保育相談センターあて郵送：締切日当日消印有効】 

入園希望前々月の 20 日頃 ～ 入園希望前月の 3日頃（詳細は P10 をご覧ください） 

※1 先着順ではありませんので、不備なく書類をそろえて受付期間内に郵送してください。 
※2 不備等が確認された場合は受付ができないことがありますので、日程に余裕をもって郵送してくださ

い。 
※3 提出書類の内容に不備等が確認された場合は保育相談センターから連絡させていただきます。 

  【幼保支援課 保育相談センター】☎053-457-2833 

翌月の選考へ  

申込みは原則、求職活動や妊娠・出産等の場合を除き、

令和 9年 3月（令和 8 年度中）入園申込みまで有効と

なります。令和 9年度も引続き申込みを希望される場

合は、新たに申込みの手続きが必要となります。（申

込みを取下げる場合は、取下書の提出が必要となりま

す。P44 をご覧ください。） 

◆募集人数・申込状況公表 入園希望前月 1日（閉庁日の場合は翌開庁日）（詳細は P10 をご覧ください） 

※4 子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。公表は 13時頃を予定しています。 

◆希望園・きょうだい区分変更期間 

書類受付締切後定められた 2日間（土日祝除く）（詳細は P10 をご覧ください） 

※5 希望園変更またはきょうだい区分変更は保育相談センターにお電話ください。 
【幼保支援課 保育相談センター】☎053-457-2833 

 年度途中受付スケジュール  ※先着順ではありません                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選考 

初月のみ「保育施設入園保留通知」を郵送します。 

なお、利用申込書類は、求職活動や妊娠・出産等の場

合を除き、令和 9年 3月（令和 8年度中）入園申込み

まで有効となります。令和 9年度も引続き申込みを希

望される場合は、新たに申込みの手続きが必要となり

ます。（申込みを取下げる場合は、取下書の提出が必

要となります。P44 をご覧ください。） 
入園面接 

内定した認可保育施設等で面接を行います。（面

接を受けない場合は、内定取消しとなることが

あります。）後日、入園決定と保育料決定等の通

知を郵送します。 

◆書類配布 令和 7年 10 月 1日（水）～ 

幼保支援課 保育相談センター、各こども家庭センターで配布します。 

追加書類の提出について 

申込みの内容に変更があった場合は、追加提出書類受

付期間内（P10 参照）に書類を提出してください。「書

類の提出方法について」は P41～P43・P48 をご覧くだ

さい。 

利用開始（入園） 

入園は、毎月 1日からとなります。 

辞退される場合は、速やかに幼保支援課にご連

絡ください。 

【幼保支援課 入所管理グループ】 

☎053-457-2867 

必ず施設見学を 

してください！ 

内定 保留 

希望園変更は、各期間中 

1 人 1 回限りとなります。 
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 年度途中申請書類受付期間・募集人数等公表日について                           

入園希望月ごとに書類の受付期間があります。期間外の受付はできかねますのでご注意ください。 

※Ａ教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(2 号・3号認定用)の利用希望期間の開始月が空欄の場合は、 

書類を受付した期間の入園希望として受付します。 

※募集人数および申込み状況については、子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。 

※子育て情報サイト「ぴっぴ」での募集人数等の公表は、上記公表日の 13時頃を予定しています。 

 ※消印が受付期間を過ぎている書類については翌月選考からの対象となります。 

 

 年度途中希望園・きょうだい区分変更期間                                      

入園希望月ごとに希望園・きょうだい区分変更の受付期間があります。 

希望園変更は、各期間中 1人 1回限りとなります。 

受付時間は 8 時 30 分から 17時 15 分までとなります。 

期間外の受付はできかねますのでご注意ください。 

お手元に令和 8年度認可保育施設利用案内（この冊子）をご用意のうえ、 

お電話ください。【幼保支援課 保育相談センター】 ☎053-457-2833 

入園希望月 希望園・きょうだい区分変更期間 募集人数等公表日 

令和 8年 5 月 令和 8年 4 月 09 日（木）～令和 8年 4 月 10 日（金） 令和 8年 4 月 1 日（水） 

6 月 5 月 12 日（火）～          5 月 13 日（水）   5 月 1 日（金） 

7 月 6 月 10 日（水）～          6 月 11 日（木）   6 月 1 日（月） 

8 月 7 月 09 日（木）～          7 月 10 日（金）   7 月 1 日（水） 

9 月 8 月 12 日（水）～          8 月 13 日（木）   8 月 3 日（月） 

10 月 9 月 10 日（木）～          9 月 11 日（金）   9 月 1 日（火） 

11 月 10 月 13 日（火）～         10 月 14 日（水）   10 月 1 日（木） 

12 月 11 月 11 日（水）～         11 月 12 日（木）   11 月 2 日（火） 

令和 9年 1 月 12 月 10 日（木）～         12 月 11 日（金）    12 月 1 日（火） 

2 月 令和 9年 1 月 12 日（火）～令和 9年 1 月 13 日（水） 令和 9年 1 月 4 日（月） 

3 月 2 月 11 日（木）～          2 月 12 日（金）   2 月 1 日（月） 

※募集人数及び申込み状況については、子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。 

※子育て情報サイト「ぴっぴ」での募集人数等の公表は、上記公表日の 13時頃を予定しています。 

※希望園を変更する場合は、必ず通える施設を選んでください。 

内定を辞退されますと、施設の運営に支障が出る場合があります。また、令和 9 年 3 月（令和 8 年度

中）までの利用調整上で減点（-7点）されますので、希望園選びには十分ご注意ください。 

入園希望月 
新規申請書類 

追加提出書類 
受付期間 募集人数等公表日 

令和 8年 5 月 令和 8年 3 月 23 日（月）～令和 8 年 4 月 3 日（金） 令和 8年 4 月 1 日（水） 

6 月 4 月 20 日（月）～      5 月 7 日（木）   5 月 1 日（金） 

7 月 5 月 20 日（水）～          6 月 3 日（水）   6 月 1 日（月） 

8 月 6 月 22 日（月）～          7 月 3 日（金）   7 月 1 日（水） 

9 月 7 月 21 日（火）～          8 月 5 日（水）   8 月 3 日（月） 

10 月 8 月 20 日（木）～          9 月 3 日（木）   9 月 1 日（火） 

11 月 9 月 24 日（木）～         10 月 5 日（月）   10 月 1 日（木） 

12 月 10 月 20 日（火）～         11 月 5 日（木）   11 月 2 日（火） 

令和 9年 1 月 11 月 20 日（金）～     12 月 3 日（木）    12 月 1 日（火） 

2 月 12 月 21 日（月）～令和 9年 1 月 6 日（水） 令和 9年 1 月 4 日（月） 

3 月 令和 9年 1 月 20 日（水）～      2 月 3 日（水）   2 月 1 日（月） 

募集人数等の確
認はこちらから 
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 希望園・きょうだい区分の変更について                                    

希望園・きょうだい区分を変更したい場合には変更期間内（P8・P10 参照）に保育相談センターにお電話くだ

さい。希望順位のみの変更や区をまたいだ施設の変更も可能です。 

【幼保支援課 保育相談センター】 ☎053-457-2833 

  

 

 

 

 

 

＜希望施設変更内容 保護者控え＞ 

【申込時】                        【変更後】3回目（  月  日） 

希望順位 施設 No. 施設名称  希望順位 施設 No. 施設名称 

第 1希望      第 1希望     

第 2希望      第 2希望     

第 3希望      第 3希望     

第 4希望      第 4希望     

第 5希望      第 5希望     

第 6希望      第 6希望     

第 7希望      第 7希望     

【変更後】1 回目（  月  日）             【変更後】4回目（  月  日） 

希望順位 施設 No. 施設名称  希望順位 施設 No. 施設名称 

第 1希望      第 1希望     

第 2希望      第 2希望     

第 3希望      第 3希望     

第 4希望      第 4希望     

第 5希望      第 5希望     

第 6希望      第 6希望     

第 7希望      第 7希望     

【変更後】2 回目（  月  日）             【変更後】5回目（  月  日） 

希望順位 施設 No. 施設名称  希望順位 施設 No. 施設名称 

第 1希望      第 1希望     

第 2希望      第 2希望     

第 3希望      第 3希望     

第 4希望      第 4希望     

第 5希望      第 5希望     

第 6希望      第 6希望     

第 7希望      第 7希望     

 

 

 

 

 

 

＜きょうだい区分変更内容 保護者控え＞ 

【申請時】              【変更後】1回目（  月  日）      【変更後】2回目（  月  日） 

希望

NO. 

アルファベット 

※③・④のみ  

希望

NO. 

アルファベット 

※③・④のみ 

 希望

NO. 

アルファベット 

※③・④のみ 

       

 

《希望施設変更時の確認事項》 
□ 希望施設の受託年齢の確認をしました 

□ 小規模保育事業・事業所内保育事業の連携先を確認しました 

□ 認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業は上乗せ徴収金がある施設がある 

ことを確認しました 

□ 延長保育の実施の有無や時間を確認しました 

□ 土曜日等の共同保育の確認をしました 

□ 以下に希望園を記載しました 

 

電話の前にチェックしましょう 

申込時には忘れずに 
希望施設を 
記入しましょう！ 

《きょうだい区分変更時の確認事項》 
□ ①・③を選択（同施設） ⇒ きょうだい各々の第 1～第 7希望の施設をそろえました 

□ ③・④を選択（別時期） ⇒ の場合、入所できなかった子の預け先は決まっています 
※きょうだいのいずれかが家庭保育の場合、申込児童は認可保育施設に入所することはできません。 

電話の前にチェックしましょう 
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 他市区町村から浜松市への申込みについて                                 

●入所希望月の前月末までに浜松市へ転入予定の方 

申込み先 浜松市 

必要書類 浜松市の申込書類を使用してください。 

申込み方法 

申込受付期間内（P8・P10 参照）に申込書類一式を保育相談センターに郵送してく

ださい。 

「Ａ教育・保育給付認定申請書兼利用申込書」裏面に転入予定先等を必ず記入し、

全ての方が必要な書類等に加え、申込児童名・生年月日が分かる書類の写し、令和

7 年度市区町村民税（非課税）課税証明書等の課税状況の分かる書類も必要となり

ます。詳細は P13～P16 をご覧ください。 

利用調整（選考） 浜松市在住の方と同じ基準で行います。 

結果 

浜松市から直接ご自宅に利用調整（選考）結果を郵送します。 

（5 月以降の内定の方には入園内定月の前月 18 日前後に電話連絡させていただき

ます。） 

転入手続き後 

転入手続きが完了しましたら、幼保支援課の担当にお電話ください。 

＜内定の場合＞入所管理グループ（☎053-457-2867）にお電話ください。 

※入園が内定した場合、入園日（各月 1日）の前月末までに浜松市へ転入手続きを

してください。なお、浜松市への転入がされなかった場合は、入園取り消しとなり

ます。 

＜保留の場合＞保育相談センター（☎053-457-2833）にお電話ください。 

●入所希望月の前月末までに浜松市へ転入予定のない方 

 必ずお住まいの市区町村に連絡をしてから手続きを進めてください。 

申込み先 お住まいの市区町村 

必要書類 お住まいの市区町村の申込書類を使用してください。 

申込み締切日 
お住まいの市区町村から浜松市への書類送付に時間を要する場合がありますので、

受付締切日（P8・P10 参照）の 1週間程度前までにご提出ください。 

利用調整（選考） 浜松市在住の方よりも優先度は低くなります。 

結果 お住まいの市区町村から利用調整（選考）結果を連絡します。 

 

 他市区町村への申込みについて                                  

・申込期間や申込方法、必要書類等は市区町村によって異なります。また、入園申込制限がある場合もあ

りますので、申込み前に必ず申込み予定の市区町村に確認してください。 

・浜松市外へ転出予定の方で申込み予定の市区町村へ直接申込みが可能な場合は、直接申込みをしてくだ

さい。 

・浜松市を通しての申込みが必要な場合は、保育相談センター（☎053-457-2833）に連絡し、必要書類を

そろえて、申込み市区町村の受付締切日の 2週間程度前までに、保育相談センターにご提出ください。申

込先の市区町村の受付締切日までに間に合わなかった場合の責任は負いかねます。 

・転出予定の方で浜松市を通して申込みを行った方は、住民票の異動と同時に、浜松市からの申込みの取

下げをし、転出先の市区町村で再度入園申込みを行ってください。転出先自治体で手続きを行わないと、

内定取り消しや申込取下げとなる場合があります。 
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 必要書類や注意点について                                                

利用調整に影響する場合がありますので、記入漏れや内容に誤りがないことを確認の上、提出してくだ
さい。 

提出した書類は返却できませんので、写しをとって保管しておいてください。（育児休業中

の方は勤務先・ハローワークから提出した書類の写しを求められる場合があります） 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜全ての方が必要な書類＞ 

必要な書類 注意点 
記入 
要領 

郵送申込用チェックリスト 書類の提出前にチェックリストに沿って確認し、保

護者チェック欄の該当箇所に☑後、書類の一番上に

同封してください 

 

★Ａ 教育・保育給付認定申請書兼 

利用申込書(2号・3号認定用) 
記入要領をご覧ください 

P17 

P18 

★Ｂ 認可保育施設利用申込補助票① 

※きょうだい複数人で申込みの 

場合はコピー可とします 

1.出産予定について⇒出産予定の有無について該当

箇所に☑をしてください 

2.調査項目について⇒各時点での住民票上の住所を

記入してください 

3.保護者の就労状況について⇒令和 6 年 1 月以降に

勤務履歴がある方、現在就労中または就労内定の

方は該当箇所に記入してください 

4.世帯の状況⇒該当する方のみ、記入してください 

5.祖父母の状況⇒同居の有無に関わらず、記入して

ください 

6.きょうだいの状況⇒申込みをしない小学校就学前

のきょうだいがいる方のみ記入してください 

P19 

P20 

★Ｃ 認可保育施設利用申込補助票② 

（児童状況確認） 

1.申込児童の保育状況⇒申込児童の過去の認可保育

施設利用状況、現在の保育状況、入園選考の結果

待機となった場合の保育状況について記入してく

ださい 

 ※待機となった場合の保育状況が未記入の場合は

家庭での保育可能とみなします 

2.きょうだいで同時申込みをする場合⇒「同時申込

みする場合の意向」について漏れのないように記

入してください 

3.申込児童の健康状況⇒申込児童の現在の健康状況

について記入してください 

P21 

P22 

★Ｄ マイナンバー記入用紙 

および本人確認書類 

申請者（教育・保育給付認定申請保護者）の本人確

認書類の添付が必要となります 

P25 

P26 
 

★＝申込み時に不足・不備があると、申込み自体が無効となる書類 

▲＝申込み時に不足・不備があっても申込み自体は有効となるが、利用調整
基準点に加点されないまたは減点になる書類 
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【別表１】★保育を必要とすることを証明する書類 ※父・母それぞれ最低一つずつ必要となります。 
 

 

 

 
 
類
型 

保護者等の状況  
様式
No. 

必要な書類 
（様式名） 

注意点 
追加で必要となる書類 

記入
要領 

Ａ 

雇用されている方 

（内定含む） 

⇒ ★ 就労証明書 

※内職の方…勤務者の申告に基づき、

雇用主の方に記入を依頼してくださ

い 

※自営業の方…ご自身で記入してく

ださい 

※転入予定の方…転入後の就労先の

就労証明書を提出してください 

追加書類なし 

P28 

内職の方 

自営業の方 

農業・漁業・林業の方 

Ｂ 
求職活動または起業準備

を行っている方 

⇒ 
★ 

① 
申立書兼誓約書 

追加書類なし 

P29 

P30 
Ｃ 妊娠・出産の方 

★親子健康手帳（母子健康手帳）（表

紙と分娩予定日が分かるページ）の写

し 

Ｄ 入院・療養中の方 

★様式②診断書 

※きょうだい分についてはコピーを

添付してください 

P29 

P30 

P31 

Ｅ 障がいがある方 

★障害者手帳または療育手帳等（氏

名・等級・有効期限が分かるページ）

の写し 

P29 

P30 

Ｆ 

親族の常時介護・看護 

または施設通所の付添い

をしている方 

★診断書（任意様式可） 

※きょうだい分についてはコピーを

添付してください 

※診断書の代わりに要介護認定通

知・障害者手帳等の写しでも可とし

ています 

Ｇ 
災害により自宅や近隣の

復旧にあたっている方 
幼保支援課にご確認ください 

Ｈ 

保護者が学校に通ってい

る方 

（就学内定含む） 

★①在学証明書または（入学前の場

合）合格通知書の写し 

★②カリキュラムの写しまたは指導

教授による在籍を証明するもの

（任意様式） 

Ｉ 
保護者が死亡、行方不明

等のため不存在の場合 
幼保支援課にご確認ください 

 

＜ひとり親家庭として申請できる条件と必要書類＞ 

世帯の状況 
保育を必要とすることが分かる 
証明書の提出が必要な対象者 

ひとり親家庭と認定するために 
追加で必要な書類 

離婚かつ別居（住民票が別）が 

成立している場合 
現在、申込児童を監護している方 

なし 

離婚調停中で住民票が別の場合 
★離婚調停中であることが分かる 

裁判所の書類の写し 

※以下の状況の場合、ひとり親家庭としての申請はできないため、父母ともに保育を必要とすることが 

分かる証明書を提出してください。 

・離婚成立または離婚調停中であるが、住民票が同住所の場合 

・住民票は別住所であるが、離婚成立や離婚調停ができていない場合 

【例】父：就労 母：親族の介護 を理由に保育が必要な場合 

   父→類型Ａ 《必要な書類》様式 就労証明書 

母→類型Ｆ 《必要な書類》様式 No.① 申立書兼誓約書、診断書（任意様式可） 

（診断書の代わりに要介護認定通知・障害者手帳等の写しでも可） 
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【別表２】 世帯の状況により必要となる書類 ※当てはまらない場合は、提出不要です。 

＜以下に該当する方＞ 

世帯の状況  
様式 
No. 

必要な書類 注意点 
記入

要領 

申 

込 

児 

童 

認証保育所・認可外保育

施設・事業所内保育事業

（従業員枠）・企業主導型

保育事業に預けている 

⇒ 

▲ 

③ 

④ 

保育状況申告書 
+ 

入所契約書の写し 

または 

在籍（入園予定）証明書 

在籍（入園予定）証明

書を提出する場合は保

育状況申告書と入所契

約書の写しの提出は不

要です 

P32 

P33 

親族等に預けている ⇒ 
▲ 

③ 

保育状況申告書 
+ 

（親族が市外在住の場合） 

保育を行っている親族の

身分証明書の写し 

身分証明書は氏名・住

所地が分かるページの

写しを添付してくださ

い 

P32 

同伴就労している ⇒ 
▲ 
③ 保育状況申告書  P32 

就
学
前
の
申
込
児
童

以
外
の
き
ょ
う
だ
い 

幼稚園・認証保育所・認

可外保育施設・企業主導

型保育事業または児童発

達支援施設を利用してい

る（認可保育施設を利用

している場合は対象外） 

⇒ 

★ 

③ 

④ 

保育状況申告書 
+ 

入所契約書の写し 

または 

在籍（入園予定）証明書 

在籍（入園予定）証明

書を提出する場合は保

育状況申告書と入所契

約書の写しの提出は不

要です 

P32 

P33 

（父・母・申込児童のうち） 

外国籍の方がいる 
⇒ ★ 在留カードの写し 

表裏の両面の写しを添

付してください 
－ 

申込児童と住民票上の同世帯に

障害者手帳等の交付を受けてい

る方がいる 

⇒ ▲ 
障害者手帳または 

療育手帳等の写し 

氏名・等級・有効期限

の分かるページの写し

を添付してください 

－ 

同地番（2世帯住宅含む）の親族

を日常的に介護・看護や入院・通

院・通所の付添いをしている 

⇒ 
▲ 

① 

申立書兼誓約書及び 

障害者手帳等証明資料の

写し 

基準点の類型が「F 親

族の介護・看護」以外

の方が対象です 

P29 

P30 

生活保護を受給している ⇒ ▲ 生活保護証明書の写し 
担当のケースワーカー

に依頼をしてください 
－ 

申込児童に集団保育の必要があ

ると医師や専門家の所見がある 
⇒ ▲ 

診断書もしくは 

医師等の意見書 

診断書・意見書は任意

様式で構いません 
－ 

保護者が里親の方 ⇒ ★ 措置決定通知書の写し  － 

転園希望の方（現在、浜松市の認

可保育施設に通いながら、別の認

可保育施設を希望する方） 

⇒ ★ 転園希望調査票  P27 

浜松市外からの転入予定の方 ⇒ ★ 
申込児童名・生年月日が

分かる書類の写し 

マイナンバーカード、

健康保険証等の写しを

添付してください 

－ 

出産予定がある場合 ⇒ ★ 
親子健康手帳（母子健康

手帳）の写し 

表紙と分娩予定日が分

かるページの写しを添

付してください 

－ 

 

 

 

（    ） 

（    ） 
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＜該当の基準日・期間の住所が浜松市以外の方＞ 

世帯の状況  必要書類 

【基準日：令和 7年 1月 1日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年１月１日現在、浜松市に住民登録がない方 

※令和 7年 1月 2日以降に浜松市に転入された方 

※単身赴任等で保護者の住民票が浜松市にない方等 

⇒ 

 以下のいずれか 1つ  

▲令和 7年度市区町村民税（非課税）課税 

証明書 

（令和 7 年１月１日現在の居住地の市区町村

が発行する合計所得、控除額が分かるもの） 

※きょうだい申込みの場合、きょうだいのい

ずれかに原本を添付すればコピーでも構い

ません 

［給与所得の方］ 

▲令和 7年度住民税特別徴収税額通知書の 

写し 

※対象者氏名、税額計算に関わる項目がすべ

てわかるように写しを添付してください 

［事業をなさっている方］ 

▲令和 7年度住民税納税通知書の写し 

※対象者氏名、税額計算に関わる項目がすべ

てわかるように写しを添付してください 

※以下の場合は保育料が最高額（17階層）・副

食費免除対象外となります。また、選考で

同一点数となった場合の優先段階 5 の扱い

が最高額となります。 

・証明書等未提出の場合 

・年度誤りの場合（正：令和 7年度） 

・証明書誤りの場合 

【期間：令和 6年 1月 1日～令和 6年 12 月 31 日】 

 

令和 6年中に海外勤務期間がある方 
⇒ 

［海外の収入が分かるもの］ 

▲令和 6 年中の海外勤務期間中の所得額や社

会保険料等（1 月～12 月の 12 か月分）の各

種控除等が分かる証明書類 

※外国語の証明の場合、日本語訳を添付して

ください 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

書類のダウンロード 

はこちらから 

＜令和 8年 1月 1日現在、浜松市に住民登録がない場合＞ 

令和 8 年 9 月以降の利用者負担額（保育料）を決定するにあたり、令和 8 年度の課税資料（例年、当

該年度の 6月頃発行開始）の提出を依頼する場合があります。 
入園のタイミングによっては提出締切日まで期間が短いことがありますので、該当する方はあらかじ

めご準備いただくことをおすすめします。 

＜証明日／発行日について＞ 

就労証明書、診断書、在籍証明書等の各種証明については、証明日／発行日が証明書等提出日から 

3 か月以前の場合は無効となりますので、ご注意ください。 

★＝申込み時に不足・不備があると、申込み自体が無効となる書類 

▲＝申込み時に不足・不備があっても申込み自体は有効となるが、利用調整
基準点に加点されないまたは減点になる書類 

 



- 17 - 

Ａ 教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(2 号・3号認定用)【記入要領】 

 
 

«8»ひとり親家庭の場合、その
理由に☑を入れ、事実発生日を
記入してください 

«9»生活保護の受給状況に☑を入れてください 
※ありの場合は、受給開始日を記入し、生活保護証明書の写しを提出してく
ださい 
※生活保護証明書がない場合は、担当のケースワーカーにご相談ください 

【☞重要】 

黒のボールペンで丁寧に記入してください 

鉛筆、消せるボールペン等での記入は無効となります 

修正する場合は、修正箇所に二重線を引き、余白に正し

い情報をご記入ください（訂正印は必要ありません） 

修正テープや修正ペンは使わないようにご注意ください 

«10»利用希望期間を記入して 
ください 
※空欄の場合は書類を受付した
期間の入園希望月とみなします 

«1»保護者氏名を記入してください 
※父・母どちらでも構いません 

«2»連絡先を記入してください 
第一連絡先に「○」を記入してください 

記入した申込書の写しを必ず 

とっておいてください。 

«5»申込児童以外の同居
（同地番）家族全員を記入
してください 

«7»単身赴任等で別居している方の
氏名等を記入してください 

«6»障害者手帳・療育手帳・障害者年金等に 
該当する場合は、有に○を付けてください 
※有の場合、障害者手帳・療育手帳・障害者 

年金証書等の写しを提出してください 
（氏名、等級などが記載されているページ） 

«3»令和7年 1月 1日現在の住所を記入してください 
※令和 7 年１月 1 日現在の住所が浜松市外の方は、
令和 7 年度市区町村民税課税（非課税）証明書等の
課税資料を提出してください 

«4»入園を希望する児童名を記入してください 
※出生前申込みをする場合（4 月申込みのみ）は
「●●（名字）ベビー」とし、生年月日には出産
予定日を記入してください 
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«13»施設 No.・施設名称を記入し、見学済み施設には☑を入れてください 
（施設名称は省略せず、P62～P69「認可保育施設一覧」と同じ名称を記入してください） 
※施設 No.と施設名称が異なる記載の場合、施設名称が優先されます 
※希望園は必ず見学に行き、内定したら必ず通える施設を記入してください 
やむを得ず見学できない場合は必ず施設に電話連絡をしてください 
内定を辞退されますと、施設の運営に支障が出る場合があります 

※0歳児クラスを希望する方は施設の受託年齢を必ず確認してください 
→受託年齢に達していない施設への申込みはできません 

P62～P69「認可保育施設一覧」をご覧ください 

«11»希望する保育認定時間・その理由に☑を入れてください 
※求職活動事由での申込みの場合、保育短時間認定となります 
※その他不明な点については P5～P6 をご覧ください 

«14»浜松市への転入及び浜松市内での転居を予定している方は必ず記入してください 
※転入/転居予定先や予定日が未定の場合には「未定」と記入してください 
※就労事由で申込みする場合には転入/転居後の就労状況の該当する箇所に必ず☑を入れてください 
※転入/転居後の就労先がまだ決まっていない場合には求職活動事由での申込みとなります 

記入不要 

«12»父母の保育を必要とする事由にそれぞれ☑を入れてください 

«15»世帯構成の変更予定がある方のみ記入してください 
※申請書類は入園希望月の申込み締切日時点での世帯状況にて提出してください 
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Ｂ 認可保育施設利用申込補助票①【記入要領】 

 

 

«2»該当時点での住民票上の住所を父・母 
それぞれ記入してください 

«4»利用調整基準点や認定期間に関わる項目
のため該当箇所は必ず記入してください 

記入した申込書の写しを必ず 

とっておいてください。 

きょうだい申込みの場合 コピー可 

※両面コピーしてください 

«5»有期雇用の場合は雇用期間、雇用更新の有無を
必ず記入してください 
 

«3»令和 6 年 1 月から現在までの勤務履歴について
記入してください 

«1»これから生まれる予定のお子さまがいる
ご家庭については、出産予定日と出産予定の
お子様の入園希望時期を記入してください 

«6»育児休業中の方は必ずどちらかの選択肢
に☑してください 
取扱いについては P40 をご参照ください 
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«7»ひとり親世帯の方はひとり親の理由に
☑を入れ、事実発生日を記入してください 

«8»同一世帯に障害者手帳・療育手帳・特
別児童扶養手当受給対象児童・障害年金受
給者がいる場合には対象の方の氏名・申請
児童との続柄を記入してください 

«9»外国籍の方は自己評価
による日本語の理解度に
〇を付けてください 

«10»申込児童からみた祖父母の状況をわかる範囲で記入してください 

«11»認可保育施設の申込みをしない小学校就学前のきょうだいの氏名・保育状況等を記入してください 
該当のきょうだいがいる場合には、「様式③保育状況申告書」または「様式④在籍（入園予定）証明書」
を一緒に提出してください 
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Ｃ 認可保育施設利用申込補助票②（児童状況確認）【記入要領】 

 

 

 

«3»下の子の出産（又は育児休業取得）時に浜松市内の認
可保育施設を退園した場合には、退園した児童の名前、生
年月日、退園した施設名、退園年月を記入してください 

«5»きょうだいのいずれかが入園できなかった場合の保育状況を記入してください 
※きょうだいのいずれかが認可保育施設に入園した場合、入れなかったお子様については家庭保育の選
択はできません（保護者との同伴就労を除く） 

«2»利用調整の結果、待機となった場合の申込児童の
保育の見通しを具体的に記入してください 
※未記入の場合は家庭での保育可能とみなします 

«1»申込児童の現在
の保育状況を記入し
てください 

 

記入した申込書の写しを必ず 

とっておいてください。 

«4»きょうだい申込みをする方は 
必ず記入してください 
選択肢の選び方については 
P23・P24 をご覧ください 
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«6»申込児童の申込み時点での健康状況を記入してください 
（申込み時点でわかっている範囲で記入してください） 

内定した施設に、記入されている健康状況をあらかじめ

お伝えすることがあります 
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➣[基準]  

就学前のきょうだいが同時に申込みをした場合、「Ｃ認可保育施設利用申込補助票②（児童状況確認）」

に記入された意向を基に利用調整を行います。申込児童のうち複数の施設と利用調整が可能な場合は、

希望順位に関係なく同施設入園を優先して調整を行います。 
 

➣[利用調整方法]  

下表のとおり、同施設入園を優先します。ただし、同施設調整が複数可能な場合には希望順位を優先

します。 

 

 第1希望 第2希望 第3希望 第4希望 第5希望 第6希望 第7希望 

第1子 利用調整可 利用調整可 利用調整可 × × × × 

第2子 × 利用調整可 利用調整可 × × 利用調整可 利用調整可 

 

 第1希望 第2希望 第3希望 第4希望 第5希望 第6希望 第7希望 

第1子 ― 内定 ― ― ― ― ― 

第2子 ― 内定 ― ― ― ― ― 

 

➣[きょうだい申込みフローチャート]      

☞ 施設の受託年齢を必ずご確認ください。  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

   

      

 
➣［きょうだい申込み例］ 

ケース① 

順位 現在の保育状況 保護者の希望 どちらかが内定の場合の意向 選択 

上の子 
認定こども園の 

幼稚園機能に通園中 

通っている認定こども園の 

保育所機能に入園したい 仕事復帰したいので下の子 

だけでも入園させたい 

③ 

Ｂ 下の子 育休明けの入園希望 
上の子が通っている認定こども

園の保育所機能に入園したい 
  

ケース② 

順位 現在の保育状況 保護者の希望 どちらかが内定の場合の意向 選択 

上の子 
職場の認可外保育施

設に通っている 

通っている施設が 2 歳で退園と

なるのでどうしても入園したい 

下の子は入園できなかったら職

場の認可外保育施設に入園でき

るため上の子だけでも入園させ

たい 

④

Ａ 
下の子 育休明けの入園希望 仕事復帰したいので入園したい 

Ⓐ上の子が内定しなければ入園を希望しない 

Ⓑ下の子が内定しなければ入園を希望しない 

Ⓒどちらの子が先でもよい 
 

●同じ施設、同じ順位で記入してください。 

1人が内定しても、もう 1人が内定しない場合があります。 
別時期 

●同じ施設、同じ順位で記入してください。 

1人が内定しても、もう 1人が内定しないと 

2人とも内定しません。 

同施設 

2 人申込み 

同時期 

同施設 
希望 No． 

③ 

別施設 

（例）きょうだい共に希望する施設が同じ場合 

Ⓐ上の子が内定しなければ入園を希望しない 

Ⓑ下の子が内定しなければ入園を希望しない 

Ⓒどちらの子が先でもよい 

●申込み児童がそれぞれ希望する施設を記入してください。 

●申込み児童がそれぞれ希望する施設を記入して 

ください。 

1人が内定しても、もう 1人が内定しないと 

2人とも内定しません。 

 

別施設 

希望 No． 

② 

希望 No.③④を選択した方は質問 1に進む [複数回答不可] 

質問 1:入園内定した場合のご意向をお答えください。 

⇒きょうだいのうち 1人が内定となった場合・・・・ 

 

希望 No． 

④ 

（例）の場合、第 1 希

望の施設は第 2 子が利

用調整できないため、

第 2 希望・第 3 希望で

の調整となります。こ

の場合、希望順位の高

い第 2 希望に内定とな

ります。 

 

きょうだい申込みの方法を確認しよう！ 

【結果】 ※利用調整可とは順位が募集人数枠内のことをいいます 

希望 No． 

① 



- 24 - 

選択した希望 No.によっては調整できない場合があります。 
 

（例）希望 No.①（同時期・同施設）を選択した場合、下表のように全ての児童が保留となります。 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 利用調整可 利用調整可 × × 利用調整可 × × 

第 2子 × × × 利用調整可 × 利用調整可 利用調整可 

 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 

第 2子 保留 保留 保留 保留 保留 保留 保留 

 

（例）希望 No.②（同時期・別施設）を選択した場合、下表のようにきょうだい別々の施設となる可能性

があります。なお、いずれかのきょうだいが第 1 希望～第 7 希望で調整がつかない場合、全ての児

童が保留となります。 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 利用調整可 利用調整可 × × 利用調整可 × × 

第 2子 × × × 利用調整可 × 利用調整可 利用調整可 

 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 内定 ― ― ― ― ― ― 

第 2子 ― ― ― 内定 ― ― ― 

 

（例）希望 No.③Ｂ（別時期・同施設・下の子優先）を選択した場合、下表のように上の子は保留となる

可能性があります。 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 利用調整可 利用調整可 × × 利用調整可 × × 

第 2子 × × × 利用調整可 × 利用調整可 利用調整可 

 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 ― ― ― ― ― ― ― 

第 2子 ― ― ― 内定 ― ― ― 

 

（例）希望 No.④Ｂ（別時期・別施設・下の子優先）を選択した場合、下表のように別々の施設となる可

能性があります。 

   また、上の子の利用調整ができない場合、下の子のみ内定となる可能性があります。 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 利用調整可 利用調整可 × × 利用調整可 × × 

第 2子 × × × 利用調整可 × 利用調整可 利用調整可 

 

 第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

第 1子 内定 ― ― ― ― ― ― 

第 2子 ― ― ― 内定 ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

＜希望 No.③で選考の結果、きょうだいのいずれかのみが内定となった際の手続き＞ 

きょうだいで複数園に希望を出していたが、いずれかのきょうだいが内定したことにより、翌月以降
の利用調整（選考）で保留となったお子さまが内定したお子さまと同じ施設のみを希望される場合、
希望園変更の手続きが必要となります。手続きがなされない場合、内定したお子さまと別の園で内定
となる場合があります。なお、内定を辞退されますと、利用調整で減点（-7 点）となりますのでご注
意ください。 
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Ｄ マイナンバー記入用紙【記入要領】 

 

 

 

記入不要 

«1»申込児童のマイナンバ－を 
記入してください 

«2»Ａ教育・保育給付認定申請書の 
保護者欄（上部）にした保護者を 
上段に記入してください 
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«3»Ａ教育・保育給付認定申請書の 
保護者欄（上部）にした保護者の 
マイナンバー（個人番号）が分かる 
面の写しを貼付してください 

番号確認書類としてマイナンバーが
記載された住民票の写しを貼付する
場合、発行日から 3か月以内のもの
を貼付してください 

«4»Ａ教育・保育給付認定申請書の 
保護者欄（上部）にした保護者の 
身分証明書の写しを貼付してくだ
さい 

【☞重要】 

マイナンバー等の写しははがれないように 

しっかりのりづけしてください 
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転園希望調査票【記入要領】 

 

«5»利用調整（選考）の結果、転園できな

かった場合、現在通われている施設の利

用の意向について☑を入れてください 

«2»現在お子さまが通っている施設の種類

に☑を入れてください 

«3»在園児下の子（在園中に生まれた下の

子）の有無について記入してください 

«1»転園を希望されるお子さまの情報に

ついて記入してください 

«6»記入日、保護者の氏名を
記入してください 

«4»在園児下の子（在園中に生まれた下の

子）の有無について記入してください 
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就労証明書【確認事項】 

 

 

 

 

«4»雇用年月日は記入されて
いますか？ 
※無期雇用の場合は、雇用開
始日が記入されていること
を確認してください 

«8»育児休業取得期間は正しく記入
されていますか？ 

«1»宛先は「浜松市長 
宛」になっていますか？ 

証明書の内容について、発行元に電話で確認する場合があります。 

保護者の方が偽装、変造（無断作成・改変）した場合、刑法において「私文書偽造罪」「私文書変造罪」「私電磁的

不正作出罪」の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますので、ご注意ください。 

«6»雇用の形態の該当箇所
に☑は入っていますか？ 

きょうだい申込みの場合 コピー可 

※ご自身でコピーをしてください 

※きょうだいのいずれかに必ず原本を添付してください 

«2»証明日は記入されて
いますか？ 
※証明日が証明書の提
出日3か月以前の場合は
無効となります 

«10»有期雇用の場合、雇用契約満了後の更
新の有無に☑は入っていますか？ 

«11»「☑否」の場合でも入所月内での復職が条件となり
ますので、事前に勤務先と調整してください 

«5»右上欄に記載の所在
地（証明書発行事業所住
所）と異なる就労先の場
合、住所は記入されてい
ますか？ 

«12»No.14（雇用契約の）満了後の更新の有無が「☑有」
または「☑有（予定）」の場合、更新の頻度について記入
されていますか？ 

【☞重要】 
自営業者以外は必ず雇用先の事業所の方に記入・作成をお願いしてください 
※保護者の方が記入・作成した場合は無効となります 
浜松市に申込みの場合、No.7・12・16 は任意記載事項となります 

«13»保護者記入欄は保護者の方が
手書きで記入してください 

«3»本人氏名・生年月日は
記入されていますか？ 

«9»復職（予定）年月日は正しく記
入されていますか？ 

 «7»勤務時間は就労日数、休憩時間
も含めて漏れなく、不備なく記入さ
れていますか？ 
固定就労の場合または変則就労の
場合のいずれかに記入されていま
すか？ 
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様式①申立書兼誓約書【記入要領】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必須項目】 
申立者欄には保育ができない方の名前を記入
してください 
例：母が求職活動事由で申し立てをする場合、 
母の名前を記入してください 

【必須項目】 
記入日を記入してください 

現在の求職活動の状況に
ついて記入してください 

①～⑦のうち保育ができない理由として 

当てはまる箇所のみ記入してください 

疾病・負傷の状況について記入してください 
申込みする際には、様式②診断書を必ず添付してください 

出産予定日・出産予定医療機関名を記入し
てください 
申込みする際には、親子健康手帳（母子健
康手帳）の写しを必ず添付してください 
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就学の状況について記入してください 
申込みする際には、以下の２点を添付してください 
①在学証明書または（入学前の場合）合格通知書の写し 
②カリキュラムの写し（授業時間がわかるもの）または指導教授による 
在籍を証明するもの 

介護・看護の状況について記入してください 
申込みする際には、介護・看護対象者の状況が分かる診断書（任意様式可）、障害者手帳等の写し 
または介護認定状況が分かる証明資料の写しのいずれか 1つを必ず添付してください 

お持ちの手帳の種類、保育の可否について記入してください 
申込みする際には、手帳の写し（氏名・等級・有効期限がわかるページ）を必ず添付してください 
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様式②診断書【記入要領】 

 

 

«3»氏名、傷病名、症状に記載漏れは 
ありませんか？ 

«1»証明日は記入され
ていますか？ 
※証明日が証明書提出
日 3 か月以前の場合は
無効となります 
 «2»担当医師の記名・押印は 

ありますか？ 

«4»治療期間の記載漏れは
ありませんか？ 

«5»総合所見のいずれかに☑は入っていますか？ 

きょうだい申込みの場合 コピー可  

※きょうだいのいずれかに必ず原本を添付し、 

ご自身でコピーをしてください 

【☞重要】 

担当医師に記入を依頼してください 
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様式③保育状況申告書【記入要領】 

 

 

«4»対象児童の保育状況について該当箇所のみ記入してください 
・「親族等に預けている場合」は、お子さまを保育している方の身分証明書の写しを添付し

てください※親族等が市外在住の場合のみ 
・「施設を利用している場合」は、入所契約書の写しを添付してください 
・「同伴就労をしている場合」は、同伴している勤務先の状況を記入してください 

«2»保護者の住所、氏名、 
電話番号を記入してください 

«3»預けている期間、時間帯、曜日等を 
記入してください 

«1»記入日を記入してください 



- 33 - 

様式④在籍（入園予定）証明書【記入要領】 

 

 

きょうだい申込みの場合 コピー可  

※きょうだいのいずれかに必ず原本を添付し、 

ご自身でコピーをしてください 

«3»施設種別、児童名、在籍期間等の
記入に誤りはありませんか？ 

«4»利用期間の更新がある場合、更新の有無は記入されていますか？ 

«2»施設側の記名・押印はありますか？ 

【☞重要】 

施設の方に記入を依頼してください 

«1»証明日は記入され
ていますか？ 
※証明日が証明書提出
日 3 か月以前の場合は
無効となります 
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 申込書類の提出方法について                                      
 

♦すべての書類がそろったら、申込書類一式を以下の順に並び替え、保育相談センターに郵送してください。 

♦提出した書類は返却できませんので、写しをとって保管しておいてください。勤務先やハローワークから

申込みした書類の写しを求められる場合があります。提出した書類のコピー等は対応しかねます。 

♦電話等による書類の到着確認のお問い合わせは対応しかねます。 

郵送の記録を残したい場合には、特定記録等をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労証明書等（父・母） 

その他必要書類 

＜保育が必要なことを 
確認する書類＞ 

・就労証明書 
・様式①申立書兼誓約書 
・様式②診断書 

その他必要書類が複数ある場合、
以下の順番で並べてください。 
1.様式③保育状況申告書  

＋ 入所契約書の写し 
2.様式④在籍（入園予定）証明書 
3.令和 7年度市民税課税（非課税）

証明書等の課税資料 
4.在留カードの写し 
5.医師や専門家から集団保育が 
必要であるとする所見が記載 
された診断書等 

6.その他 

Ｂ認可保育施設利用申込補助票① 

Ｃ認可保育施設利用申込補助票② 

Ｄマイナンバー記入用紙 

Ａ申請書兼利用申込書 

さぁ！切手を貼ったら 
ポストへ投函しよう 

※締切日は収集時間に注意 

Ｑ＆Ａ Ｑ 申込書類を早く提出したほうが選考上有利となりますか？ 

Ａ 先着順ではないため、早く申込書類を提出したからといって、選考上有利になることは

ありません。不備なく書類をそろえていただき、受付期間内に郵送してください。 

    Ｑ 追加書類はどのように提出すればよいですか？ 

    Ａ 追加書類を提出する場合には、専用封筒に入れ、受付期間内に郵送してください。 

       詳細は P48「追加書類の提出方法について」をご覧ください。 

 

      〒430-8652 

 

浜松市中央区元城町 103－2 

 

浜松市役所 

 幼保支援課 

 保育相談センター 行 

 

 

郵送申込用チェックリスト 

きょうだい申込みの場合、申請書

等は申込児童 1 名につき、1 部ず

つ必要となります 

ただし、Ｂ補助票①、就労証明書、

診断書、様式④在籍（入園予定）

証明書、課税（非課税）証明書等

の課税資料については、きょうだ

いのいずれかに原本を添付すれば

コピーしたものでも構いません 

必ず専用封筒（ピンク色）に 

入れて郵送してください！ 

（きょうだいはまとめて 1つの封筒に 

入れてください） 

転園希望調査票 ※転園希望の方のみ 

郵送の宛先は 

浜松市中央区元城町の浜松市役所 

となります 
※中央区鍛冶町のザザシティには送らないでください 
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4．選考について                             
利用調整（選考）は、保育の必要性を考慮し作成した「認可保育施設利用調整基準表」（P37～P39）に基

づき、「基準点」と「調整点」を合算した「利用調整基準点」の高い順に入園の内定を行います。「利用調

整基準点」が同一の場合、優先段階の第 1段階から順に判断します。 

 

 

利用調整（選考）方法について 
例：Ａ保育園（1歳）の選考（1歳の募集人数が 6人であった場合） 

  …内定施設      ※きょうだい申込児童がいない場合 

・第 1 希望施設～第 7 希望施設のいずれかで「Ａ保育園」を希望された方について、利用調整基準点の高

い順に選考します。 

・「Ａ保育園」を第 2 希望施設～第 7 希望施設で希望し、「Ａ保育園」に内定となる方は、上位の希望施設

で内定とならなかった方となります（児童 e）。 

・「Ａ保育園」の判定が○の方で「Ａ保育園」の希望より上位の希望施設で内定となった場合（児童 b）、

判定○は次点へ繰上され、次点の方が内定となります（児童 g）。 

・きょうだいの利用調整（選考）については P24 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

A 保育園

順番 

A保育園

判定 

内定 

施設 

児

童 

基

準 

点

数 

第 1希望 第 2希望 第 3希望 第 4希望 第 5希望 第 6希望 第 7希望 

1 番 ○ A 保育園 a 29 A 保育園 B 保育園 D 保育園 C 保育園 E 保育園 F 保育園 G保育園 

2 番 
○ 

→繰上 
B保育園 b 27 C 保育園 G 保育園 B 保育園 A 保育園 D 保育園 E 保育園  

3 番 ○ A 保育園 c 26 A 保育園 E 保育園 C 保育園     

4 番 ○ A 保育園 d 25 A 保育園 D 保育園 B 保育園     

5 番 ○ A 保育園 e 25 B 保育園 E保育園 G保育園 C保育園 A 保育園 F 保育園 D保育園 

6 番 ○ A 保育園 f 24 A 保育園 B 保育園      

7 番 
× 

→○ 
A 保育園 g 23 A 保育園       

8 番 × － h 21 E 保育園 A 保育園 D 保育園 G保育園 C保育園 B保育園  

9 番 × F 保育園 i 19 D 保育園 G 保育園 C 保育園 B 保育園 A 保育園 F 保育園 G 保育園 

10 番 × － j 18 A 保育園 E 保育園      
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 育児休業の延長を許容できる場合の申込みについて                         

申込み時点で入園の希望がない方より、入園の希望がある方を優先して利用調整を行います。入園の希

望がない場合には、「Ｂ認可保育施設利用申込補助票①」の【現在、育児休業中の方のみご記入ください】

の「②希望する認可保育施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる」に☑をしてください。

②に☑をした場合、利用調整基準点を減点して選考を行います。この申し出は選考での優先順位を下げる

ことに対する希望であり、選考の結果が保留になることを確約するものではありませんので、内定する場

合があります。また、年度途中でこの取扱いを変更したい場合には、追加提出書類受付期間内（P10 参照）

に「育児休業の延長に伴う入園選考順位に関する変更届」をご提出ください。 

 

Ｂ認可保育施設利用申込 

                補助票①（抜粋） 

 

（例） 

選考対象月 申請内容 選考上の点数 

4 月一次選考 

「②希望する認可保育施設に入所できない

場合は、育児休業の延長も許容できる」を選

択し、申請書を提出 

0 点 

4 月二次選考   

5 月選考   

6 月選考 

6 月選考の追加書類受付期間内に「育児休業

延長に伴う入園選考順位に関する変更届」を

提出し、「①認可保育施設への入所を希望す

る」に選択肢を変更 

26 点 
（家庭の状況に応じた「基準点」と「調整

点」を合算した点数） 

7 月選考   

 

内定を辞退した場合 

内定を辞退した場合、選考の結果が内定とならなかった旨の証明「保育施設入園保留通知」の発行はで

きません。認可保育施設に入園できていない旨の証明が必要な場合は「保育施設入園待機証明書」を発行

しますが、内定辞退の有無についても記載されます。発行手続き 

については P44をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保留通知・待機証明書について 

入園できなかった場合は、申込み初月のみ（4月は一次・二次の 2回）「保育施設入園保留通知」を郵送し

ます。その後も認可保育施設に入園できていない旨の証明が必要な場合は、「保育施設入園待機証明書」を

発行します。発行手続きについては P44 をご覧ください。 

保育施設入園待機証明書（抜粋） 
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5．利用申込み後（待機中）の手続きについて                          
 「保育施設入園保留通知」に同封されている「今後の利用申込に関するご案内」を必ずご覧ください。 

 市外へ転出する場合                                       

市外へ転出する場合は、申込みを継続することができないため、「【第 4 号様式】教育・保育給付認定申

請取下書」をご記入いただき、「支給認定証」を同封のうえ、保育相談センターに郵送してください。 

 

 申込み内容変更に関する手続き（教育・保育給付認定の変更を伴わない場合）            

申込み時と状況が変わった場合には P42 の締切日までに、下表の必要書類をそろえ、専用封筒に入れて

保育相談センターに郵送（締切日当日消印有効：P48 参照）またはオンライン申請（締切日 23 時 59 分

までの申請有効：P42 参照）してください。追加提出書類受付期間内に提出された書類を基に選考します。 

複数年度の申込みをしている場合は、封筒または書類の欄外にいつの申込み分の変更であるか必ず記入

してください。なお、オンライン申請は令和 7年度の申請は対応していません。 
 

状況 必要な手続きや必要書類 

就
労
状
況

の
変
更 

勤務先、就労時間や就労日数が変わった 

就労証明書 父母のどちらかが単身赴任することに

なった 

申 
込 
児 
童 
の 
保 
育 
状 
況 

認証保育所・認可外保育施設・事業所内

保育事業（従業員枠）・企業主導型保育

事業の利用を開始した 

様式③保育状況申告書 ＋ 入所契約書の写し 

または 

様式④在籍（入園予定）証明書 

親族に保育をしてもらうようになった 

様式③保育状況申告書 

＋【親族が市外の場合】 

保育を行う親族の身分証明書（住所地が記載さ

れているページ）の写し 

同伴就労を開始した 様式③保育状況申告書 

認定こども園（幼稚園機能）・幼稚園の

利用を開始した 

必ず保育相談センター（☎053-457-2833）にご連絡く

ださい 

関育 
す児 
る休 
こ業 
とに 

育児休業を延長した 

様式⑤育児休業取得証明書 
育児休業を短縮し、職場復帰した 

出産予定の児童の申込みをし（4月に限

る）、その後、育児休業を開始した 

入園選考順位の変更（① → ②、② → 

①）をしたい 
育児休業の延長に伴う入園選考順位に関する変更届 

そ 
の 
他 

同居家族（住民票上の同世帯）の中に新

たに障害者手帳や療育手帳等を取得し

た方がいる 

障害者手帳または療育手帳等（氏名・等級・有効期限

が分かるページ）の写し 

下の子の妊娠が判明した 親子健康手帳（母子健康手帳）（表紙と分娩予定日が分

かるページ）の写し 

在園児下の子の優先利用状況を変更し

た 

必ず保育相談センター（☎053-457-2833）へご連絡く

ださい 

生活保護を受給するようになった 生活保護証明書の写し 

課税資料が手元にそろった 令和 7年度市区町村民税（非課税）課税証明書等 

（P16 参照） 

申込児童に集団保育の必要があるとの

医師や専門家の所見がある 
診断書または意見書（任意の様式） 

希望園・きょうだい区分を変更したい P11 をご覧ください 
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 申込み内容変更に関する手続き（教育・保育給付認定の変更を伴わない場合） のオンライン申請   

●オンライン申請できる方の条件 

・令和 8年度浜松市の認可保育施設に申込中（転園申込みも含む）であること 

 ※令和 7年度分の申請をしたい場合は別途郵送での手続きが必要となります。 

 ※認可保育施設に内定・入園している方はオンライン申請の対象外です。手続き方法については P45・

P46 をご覧ください。 

・アプリを使用して申請者（保護者）のマイナンバーカードの電子署名を利用できること 

 ※電子署名の有効期限が過ぎている場合は利用できません。 

 

●オンライン申請に必要なもの 

・電子署名（署名用電子証明書）が有効な申請者（保護者）のマイナンバーカード 

・署名用電子証明書 暗証番号（英数字 6桁以上） 

・NFC または Felica に対応したスマートフォン 

・電子証明を使用するためのアプリのダウンロード 

・追加提出したい書類の鮮明な写真またはデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

《追加提出書類受付期間一覧表》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更適用月 教育・保育給付認定変更締切日 

令和 8年   5 月  令和 8年   4 月 03 日(金)  

6 月  5 月 07 日(木)  

7 月  6 月 03 日(水)  

8 月  7 月 03 日(金)  

9 月  8 月 05 日(水)  

10 月  9 月 03 日(木)  

11 月  10 月 05 日(月)  

12 月  11 月 05 日(木)  

令和 9年   1 月  12 月 03 日(木)  

2 月  令和 9年   1 月 06 日(水)  

3 月  2 月 03 日(水)  

オンライン申請は 

こちらから 

オンライン申請の 

よくある質問は 

こちらから 



- 43 - 

  

 教育・保育給付認定変更に関する手続き                             

申込み時の認定内容に変更が生じた場合は、下表の締切日までに「【第 6号様式】教育・保育給付認定変

更申請書」に必ず「支給認定証（変更前の内容が記載されたもの）」と下記の必要書類をそろえ、専用封筒

に入れて保育相談センターに郵送（締切日当日消印有効：P48 参照）してください。 

複数年度の申込みをしている場合は、封筒または書類の欄外にいつの申込み分の変更であるか必ず記入

してください。 
 

変更内容 必要書類 

保
育
の
必
要

事
由
変
更 

「求職中だったが就労先が決まった」

「仕事を辞め、求職活動をしている」

等保育を必要とする事由が変わった 

新たに保育を必要とすることが分かる証明書類（就労証

明書等）（P14 参照） 

標
準
・
短
時

間
の
変
更 

就労時間や勤務日数が変更になったた

め、保育標準時間認定・保育短時間認

定の変更をしたい 

就労証明書 

世 
帯 
状 
況 
の 
変 
更 

離婚・別居（住民票が別）が成立した なし 

離婚調停を開始し、別居（住民票が別）

をするようになった 

離婚調停中であることが分かる裁判所の書類 

婚姻・養子縁組をした 
新しく世帯に追加となった方の保育を必要とすること

を証明する書類（就労証明書等）（P14 参照） 

 

《待機中における教育・保育給付認定変更受付期間一覧表》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更適用月 教育・保育給付認定変更締切日 

令和 8年   5 月  令和 8年   4 月 03 日(金)  

6 月  5 月 07 日(木)  

7 月  6 月 03 日(水)  

8 月  7 月 03 日(金)  

9 月  8 月 05 日(水)  

10 月  9 月 03 日(木)  

11 月  10 月 05 日(月)  

12 月  11 月 05 日(木)  

令和 9年   1 月  12 月 03 日(木)  

2 月  令和 9年   1 月 06 日(水)  

3 月  2 月 03 日(水)  

専用封筒・書類のダウ

ンロードはこちらから 
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 その他の手続きについて                                     

●支給認定証の再発行について 

 支給認定証を紛失し、再発行が必要な場合には「【第 8号様式】支給認定証再交付申請書」にご記入のう

え、保育相談センターに郵送してください。「【第 8号様式】支給認定証再交付申請書」の様式は子育て情

報サイト「ぴっぴ」からダウンロードできます。再交付申請書の到着後、「支給認定証」を郵送します。 

 

●保育施設入園待機証明書の発行について 

 利用開始希望月の翌月以降に待機していることの証明が必要な場合には、「保育施設入園待機証明書」が

発行できます。証明書が必要な場合、「保育施設入園保留通知」に同封されている「保育施設入園待機証明

書発行依頼書」をご記入のうえ、保育相談センターに郵送してください。各月の入所選考が終わってから

「保育施設入園待機証明書」を郵送します。「保育施設入園待機証明書発行依頼書」の様式は子育て情報サ

イト「ぴっぴ」からもダウンロードできます。 

 なお、窓口での交付を希望される場合は、各月の入所選考が終わってからの発行（証明月の前月 20 日頃）

となりますので、事前に保育相談センター（☎053-457-2833）にご連絡ください。 

 

●申込みの必要がなくなった場合 

 保育の必要がなくなった場合等、認可保育施設への申込みを取下げする場合には、「保育施設入園保留通

知」に同封されている「【第 4号様式】教育・保育給付認定申請取下書」に記入し、「支給認定証」を同封

のうえ、保育相談センターに郵送してください。「【第 4号様式】教育・保育給付認定申請取下書」の様式

は子育て情報サイト「ぴっぴ」からもダウンロードできます。 

 

 

※追加書類の提出方法の詳細については P48 をご覧ください。 

 

 

 

 

  

（郵送先） 

〒430-8652 

浜松市中央区元城町 103 番地の 2 

浜松市役所 幼保支援課 

保育相談センター 

郵送の宛先は 

浜松市中央区元城町の浜松市役所 
となります 
※中央区鍛冶町のザザシティには送らないでください 

専用封筒・書類のダウ

ンロードはこちらから 
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6．内定・入園後について                           

【問い合わせ先】幼保支援課 入所管理グループ TEL:053-457-2867  

 ならし保育について                                        

入園当初、お子さまの集団保育への適応などを目的として、ならし保育をする場合があります。見学ま

たは面接の際に各認可保育施設にご相談ください。について                                       

育児休業中の方が認可保育施設に入園できた場合は、必ず入園月中に復職してください。ただし、勤務

先の都合等により、月初に復職しなければならない場合は入園月翌月の１日までに復職してください。 

併せて既に提出している書類の育児休業取得期間が変更となる場合は、「様式⑤育児休業取得証明書」の

記入を勤務先に依頼し、取得期間欄に変更後（入園月翌月の１日までの復職）の期間が記入されているこ

とを確認のうえ、入園月の前月末までに専用封筒に入れ、幼保支援課に郵送（締切日当日消印有効）して

ください。提出方法の詳細については P48 をご覧ください。 

 
様式⑤育児休業取得証明書（抜粋） 例：令和 8年 4月に入園する場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 退園となる場合                                          

①市外へ転出する場合 

入園後、市外へ転出する場合は、転出した日の属する年度末までは、転出先の市区町村において教

育・保育給付認定申請及び利用申込みを行った上で、利用調整を経ずに広域入所での継続利用が可能

です。翌年度以降も引き続き利用を希望する場合は、同様に転出先の市区町村において教育・保育給

付認定申請及び利用申込みが必要となりますが、あらためて利用調整（選考）を行うため、継続利用

できない場合もあります。 

 ②1か月のうち 1日も登園しなかった場合（里帰り出産が理由の場合は、2か月のうち 1日も登園しなか

った場合） 

 ③求職活動等の認定期間が満了になる場合 

 

 退園の手続きについて                                       

退園を希望する場合は、退園月の 10 日までに利用施設へ申し出をし、退園届等を提出してください。 

 

 利用施設の変更（転園）を希望する場合                              

あらためて利用調整（選考）を行うため、新規の申込者と同様に申請書類をそろえていただき、転園希

望月の申請書類受付期間内（P10 参照）に申込書類一式を保育相談センターに郵送してください。利用調

整（選考）に当たっては、新規の申込者を優先しますのでご了承ください。また、転園後は元の認可保育

施設には戻れませんのでご注意ください。 

 

 育児休業中の認可保育施設の利用について                              

在園中に生まれた下の子の育児休業期間中に認可保育施設を利用することは可能です。ただし、育児休

業を開始したら、「様式⑤育児休業取得証明書」を幼保支援課または利用施設へ提出してください。 
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 教育・保育給付認定内容の変更をしたい場合                                            

入園後、認定内容に変更が生じた場合（変更を希望する場合）には、変更申請の手続きが必要となりま

す。変更する際は、下表の締切日までに「【第 6号様式】教育・保育給付認定変更申請書」に必ず「支給認

定証（変更前の内容が記載されたもの）」と下記の必要書類をそろえ、専用封筒に入れて幼保支援課に郵送

（締切日当日消印有効）してください。提出方法の詳細については P48 を参照してください。 
 

変更内容 必要書類 

保
育
の
必
要

事
由
変
更 

「求職中だったが就労先が決まった」

「仕事を辞め、求職活動をしている」

等保育を必要とする事由が変わった 

新たに保育を必要とすることが分かる証明書類（就労証

明書等）（P14参照） 

標
準
・
短
時
間
の 

変
更 

就労時間や勤務日数が変更になったた

め、保育標準時間認定・保育短時間認

定の変更をしたい 

就労証明書 

通勤・送迎距離を理由に保育標準時間

認定・保育短時間認定の変更をしたい 
なし 

世
帯
状
況

の
変
更 

離婚・別居（住民票が別）が成立した なし 

婚姻・養子縁組をした 
新しく世帯に追加となった方の保育を必要とすること

を証明する書類（就労証明書等）（P14 参照） 

 

《入園後における教育・保育給付認定変更受付期間一覧表》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※4月入所内定者については令和 8年 3月 12 日（木）までに認定変更を行うと 4月から適用されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更適用月 教育・保育給付認定変更締切日 

※ 令和 8年   4 月  令和 8年   3 月 12 日(木)  

5 月  4 月 13 日(月)  

6 月  5 月 12 日(火)  

7 月  6 月 12 日(金)  

8 月  7 月 13 日(月)  

9 月  8 月 12 日(水)  

10 月  9 月 14 日(月)  

11 月  10 月 13 日(火)  

12 月  11 月 12 日(木)  

令和 9年   1 月  12 月 14 日(月)  

2 月  令和 9年   1 月 12 日(火)  

3 月  2 月 12 日(金)  

専用封筒・書類

のダウンロード

はこちらから 

例：保育短時間から標準時間の変更を令和 8年 5月 12 日に行った → 6 月から標準時間に変更 

 保育標準時間から短時間の変更を令和 8年 5月 13 日に行った → 7 月から短時間に変更 
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 在園児下の子の優先利用について                                     

在園児下の子とは…上の子の在園中に生まれたお子さまのことで、原則、上の子の在園中に限りきょう

だい枠で優先入園できます。 

 

＜育児休業制度のある方＞ 

浜松市の認可保育施設においては、下の子の育児休業取得期間中は、在園中のお子さまの継続利用を

認めています。また、下の子が原則 1 歳まで（職員の配置等で施設への受入れが困難な場合や特別な

事情がある場合に限り最長 1 歳 6 か月まで）に育児休業を終了して復職するために同じ施設に入園を

希望する場合は、優先入園を適用としています。両親が同時に育児休業を取得しても構いませんが、

下の子が入園する月中にどちらも復職する必要があります。ただし、勤務先の都合等により、月初に

復職しなければならない場合は入園月翌月の１日までに復職してください。なお、下の子が 1 歳を過

ぎて（職員の配置等で施設への受入れが困難な場合や特別な事情がある場合に限り最長 1 歳 6 か月ま

で）入園する場合は、利用調整（選考）となります。 

＜育児休業制度のない方（就労事由以外（疾病事由等）の方を含む）＞ 

育児休業の制度のない職場等に就労している方や疾病事由等の就労事由以外の方で、育児休業の該当

児童になり得る下の子が生後 6 か月になる日の翌月までに復職・同じ施設に入園を希望する場合も優

先入園を適用としています。また、その期間内に復職・入園しない場合は、在園中の上の子の継続利

用はできなくなります。 

 ＜2歳児までを預かる施設として申請・届出がされた施設に在籍している方＞ 

2 歳児までを預かる施設として市に申請・届出をした事業所内保育事業（認可）の従業員枠又は院内・

事業所内保育施設（認可外）に在籍している下の子が、受託年齢満了（卒園）により上の子と同じ施

設に入園希望する場合も優先入園を適用としています。 

 

※上の子の在園中にご出産された場合、入園希望月等についてお早めに在園している認可保育施設へご

相談ください。 

※地域型保育事業については、定員に空きがある場合に限り下の子の優先入園を適用としています。 

※3人きょうだいで、1人目のお子さまと 2人目のお子さまがそれぞれ別の認可保育施設を利用している

場合は、3人目のお子さまは 2人目のお子さまが利用している認可保育施設への優先入園を適用として

います。 

※優先入園が適用となる下の子の申込みに関する書類は、ご利用の認可保育施設経由でお渡しします。

申込み書類の提出についてもご利用の認可保育施設へお願いします。 

※下の子が 1 歳を過ぎて 1 歳 6 か月までに入園する場合、育児休業給付の取得・給付の延長に必要な保

留通知又は待機証明書（以下「保留通知等」という）は原則発行されません。保留通知等がなくても

育児休業の取得・延長が可能かあらかじめ勤務先にご確認ください。なお、施設側の都合により、1

歳を過ぎての入園となる方は、保留通知等の発行の調整を行う場合がありますので、幼保支援課 入

所管理グループ（☎053-457-2867）にご連絡ください。 

※在園児下の子として優先入園できる児童が、その他の施設に入園申込みができるのは、在園児下の子

優先入園を辞退した場合に限ります。その他の施設に入園申し込みを希望する方は、在園している施

設に「在園児下の子優先入園辞退申出書」をご提出ください。ただし、「在園児下の子」として入園し

た後に、転園の申し込みをすることは可能です。 

※上の子が転園申込みをしていて在園児下の子の優先利用の状況が変わった（権利を放棄した、入園時

期を変更した等）場合は必ず保育相談センター（☎053-457-2833）にご連絡ください。 
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① 子育て情報サイト「ぴっぴ」から 

専用封筒をダウンロードし、印刷する 

② 印刷した用紙を加工し、

封筒を作成する 

※お手元の封筒を利用する 

場合には、封筒の表に以下の

ように「宛先」および「内定・

在園中または申込中」とご記

入ください 

③ 「内定・在園中」または「申込中」

に☑を入れ、差出人情報を記入し、切手

を貼る 

④ ポストへ投函（締切日当日消印有効） 

※締切日はポストの取集時間に 

注意！ 

7．追加書類の提出方法について                                  

利用申込み後、教育・保育給付認定内容の変更手続き等、追加で書類を提出する場合には以下の手順の

通り専用封筒をご準備の上、書類等を封入して幼保支援課に郵送してください。 

※専用封筒は申込書類一式が入った封筒に入れてあります。 

【専用封筒作成手順】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専用封筒ダウンロード 

はこちらから 

定型封筒【参考】 
50ｇ以内 ＝ 110 円 
※令和7年10月 1日現在 
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8．利用者負担（保育料）【0～2歳児クラス】・ 

副食費の免除判定【3～5歳児クラス】について          

【問い合わせ先】幼保支援課 入所管理グループ TEL:053-457-2867  

 利用者負担（保育料）                                           

認可保育施設の運営に必要な経費は、国と県と市による公費負担と、市区町村民税所得割課税額に応じ

て保護者の皆様にご負担いただく利用者負担（保育料）で賄うこととなっています。（保育士の人件費等に

充てられます。） 

 利用者負担（保育料）は、国が定める上限額の範囲内で市が設定することとなっています。浜松市では、

保護者のご負担を軽減するために、国が定める利用者負担（保育料）の上限額よりも低く設定した利用者

負担（保育料）としています。 

認可保育施設で児童を保育するには、児童の処遇向上や保育内容の充実などに多くの経費が必要となり

ます。（保育料表は P52 をご覧ください。） 

※保育料には延長保育料は含まれません。その他、施設が設定する実費負担金等がかかる場合があります。

（例：教材費、園服、体操服 等） 
 

 利用者負担（保育料）決定・副食費の免除判定方法                        

認可保育施設の利用者負担（保育料）・副食費の免除判定は、児童の父母等、保護者の市区町村民税所得

割課税額及び児童の 4月 1日の前日の年齢（学年齢）、教育・保育給付認定区分、きょうだいの状況等によ

って決まります。なお、保護者（父母等）の月当たりの総収入が標準基準額を下回った場合、同居してい

る祖父母等のいずれか収入の高い方が保育料算定の対象となる場合があります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民税所得割課税額（利用者負担（保育料）算定・副食費の免除判定の対象となる税額） 

  ＝ 市民税所得割額（税額控除前） － 調整控除額  － 税額調整措置額 ※該当者のみ 

    － 定額減税額 ※該当者のみ 

利用者負担（保育料）算定には、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、配当控除等を反映させません。 

市住宅控除額    円    県住宅控除額    円 

市寄附控除額    円    県寄附控除額    円 

定額減税」個人住民税減額控除済額    円 控除外額   円 

 

年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用） 

★総所得③に記載された課税総所得金額×0.06 が、保育料算定上の市民税所得割課税額（税額控

除前）の目安となります。 

※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。 

※定額減税の対象になる場合は、該当となる額を反映させて計算します。 



- 50 - 

  

 市区町村民税課税年度による切替え                               

 4 月から 8月までの利用者負担（保育料）は前年度分、9月以降は当年度分の市区町村民税所得割課税額

により決定するため、年度内に利用者負担（保育料）が変更になる場合があります。 
 

保育料 

適用期間 

令和 8年 令和 9年 

4月 5月 6月 7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

課税年度 令和 7年度 令和 8年度 

＊令和 8 年度において、2 歳児クラスのお子さま（令和 5 年 4 月 2 日生まれから令和 6 年 4 月 1 日生まれ

までの子）が 3 歳の誕生日を迎えた場合には、年度途中に 3 号認定から 2 号認定に変更となりますが、

令和 8年度中（令和 9年 3月まで）は 3号認定の区分の利用者負担（保育料）が適用となります。 

 利用者負担（保育料）・副食費の免除判定の変更                          

算定の基礎となった市区町村民税の修正や更正があった場合、利用者負担（保育料）が変更となる場合

があります。変更となった場合、適用期間の開始月（ただし同一年度内に限る）に遡って利用者負担（保

育料）・副食費の免除判定を変更し、料金の追加徴収または返還をさせていただきます。 

※結婚や離婚等により家族構成に変更があった場合にも、利用者負担（保育料）が変更となる場合があり

ます。 

 

 きょうだいがいる場合の利用者負担（保育料）軽減                         

令和 6 年 9 月から、利用者負担（保育料）のきょうだいの状況等による軽減方法（きょうだいのカウン

ト方法）が変わりました。 

これまで市区町村民税所得割課税額が 57,700 円以上の世帯（ひとり親世帯等については 77,101 円以上

の世帯）について、小学校就学前の範囲内に認可保育施設に通っている子どもが 2 人以上いる場合、最年

長の子どもを第 1 子、その下の子を第 2 子とカウントしておりましたが、令和 6 年 9 月からは全ての世帯

において年齢に関わらず、生計を一にする（※）お子さまが 2人以上いる場合、最年長の子どもを第 1子、

その下の子を第 2子とカウントします。 

 

※生計を一にする 

必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば就学、療養等の都合上別居している場合であっても、

余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われて

いる場合には、「生計を一にする」として取り扱います。 

 

備 考  

就学、療養等の都合上、別居しているきょうだいや、令和 8年 4月 1日の前日の年齢が 18 歳以上の生計

を一にするきょうだいがいる場合は、「多子世帯の利用者負担額に関する申出書」に健康保険証の写しなど

扶養していることがわかるものを添付のうえご提出ください。 
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 幼児教育・保育の無償化について(3 歳～5歳児クラス)※1号認定利用児童を除く            

 利用者負担（保育料）  

3 歳児～5歳児クラスは無償（0円）です。副食 

 副食費  

 3 歳児～5歳児クラスの給食費のうち副食費について、一部の世帯は副食費が免除となります。 

 免除対象者には市から副食費免除決定通知書を交付します。 

【免除対象】 

・保護者(児童の父母等)の市区町村民税所得割課税額が 57,700 円未満 

(ひとり親世帯等の場合、77,101 円未満) 

・第 3子以降（小学校就学前までの子どもをカウントします） 

※副食費の免除の有無に関するきょうだいのカウント方法はこれまでと変わりません。 

 

 その他の軽減について                                     

 以下に該当する方は、下記の書類を提出すると利用者負担（保育料）及び副食費の免除判定が変更とな

る場合があります。 

世帯状況 必要書類 

生活保護世帯の方 生活保護証明書の写し 

お子さまと住民

票上同一世帯の

方のうち 

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手

帳を所持している方 
手帳の写し 

国民年金の障害基礎年金を受給されている方 年金証書または振込通知書の写し 

特別児童扶養手当の対象児童 受給通知書の写し 

 

 保育料表の見方                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上下 2段に分かれた保育料各欄の下段は、第 2子の保育料となり、第 3子以降は無料となります。 

きょうだいのカウント方法については P50 をご覧ください。 

例：2歳児クラス（第 1子）・保育標準時間利用で 

父親の所得割額 20,000 円・母親の所得割額 10,000 円の場合 

父親の所得割額 20,000 円＋母親の所得割額 10,000 円＝30,000 円 （保護者合算）  

市民税所得割額 30,000 円は第 5階層になり、5階層の「52 その他世帯」に記載のある金額を確認。 

この場合、保育料は 1か月当たり 13,200 円となります。 

保育料表（抜粋） 【参考】 
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【参考】 
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9．利用者負担（保育料）の納付方法について                 

【問い合わせ先】幼保支援課 事業グループ TEL:053-457-2118  

 私立認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業                                       

利用者負担(保育料)は施設へのお支払いとなります。支払い方法や納期限は、施設へお問い合わせくだ

さい。 
 

 市立認定こども園・保育所                                                   

利用者負担(保育料)は市へのお支払いとなります。支払い方法は、口座振替又は納付書による支払いの

どちらかを選択できます。納期限は次のとおり、当月の末日（末日が金融機関の休業日にあたるときは、

翌営業日）です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

《保育料の支払い方法》 

・納付書による支払いを希望する場合 

   毎月、園を経由して納付書をお渡しします。金融機関の窓口でお支払いください。 

・口座振替による支払いを希望する場合 

入園決定の通知の際に同封する「口座振替納付依頼書」に必要事項をご記入いただき、下記金融機

関のうち預金口座のある金融機関の窓口で、申込み手続きをしてください。楽天銀行は、ウェブサイ

トからの手続きとなります。 

なお、原則、月の 25 日まで（25 日が金融機関の休業日にあたるときは、前営業日）に手続きされ

た場合には、翌月分の利用者負担（保育料）から口座振替を開始します。手続きが間に合わなかった

場合には納付書による支払いとなりますので、金融機関の窓口で直接お支払いください。 

 

 

 
 

※年度末、年度初め、ゴールデンウィーク、年末年始については、期限直前の申込みでは翌月分の保

育料の口座振替に間に合わない場合がありますので、できるだけ早めにお申込みください。 

※「口座振替納付依頼書」は金融機関の窓口にはありませんのでご注意ください。必要な方は幼保支

援課 事業グループ（☎053-457-2118）にご連絡ください。 

※領収書は発行しませんので、通帳の記帳をもって領収とさせていただきます。 

  ※納付書払いから口座振替に切換える場合も、上記「口座振替による支払いを希望する場合」のとお

り手続きを行ってください。 

《口座振替の手続きが可能な金融機関》 

 

 

 

 

 

 

 

 

※りそな銀行・ゆうちょ銀行・楽天銀行・みずほ信託銀行では納付書によるお支払いはできません。 

月分 納期限（口座振替日） 月分 納期限（口座振替日） 

4 月分 令和 8年 4 月 30 日(木)   10 月分 11 月  2 日(月)  

5 月分  6 月  1 日(月)   11 月分 11 月 30 日(月)  

6 月分 6 月 30 日(火)   12 月分 令和 9年 1 月  4 日(月)  

7 月分 7 月 31 日(金)   1 月分 2 月  1 日(月)  

8 月分 8 月 31 日(月)   2 月分 3 月  1 日(月)  

9 月分 9 月 30 日(水)   3 月分 3 月 31 日(水)  

区分 金融機関名称 

銀 行 
静岡・みずほ・三井住友・三菱 UFJ・スルガ・清水・あいち・名古屋・静岡中央・ 

りそな※・ゆうちょ※・楽天（ウェブ申込）※ 

信託銀行 みずほ※ 

信用金庫 浜松磐田・遠州 

その他 
静岡県労働金庫・とぴあ浜松農協・遠州中央農業協同組合・ 

三ヶ日町農業協同組合・東日本信用漁業協同組合連合会 

例：令和 8年 3月 21 日に手続き完了 → 4 月分の保育料から振替開始 

  令和 8年 3月 27 日に手続き完了 → 5 月分の保育料から振替開始 
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10．一時預かり事業（一時保育）について                      
※令和 7年度の事業内容を掲載しています。 

【問い合わせ先】幼保支援課 事業グループ TEL：053-457-2118  

 一時預かり事業（一時保育）とは                                     

・保護者の断続的な労働や急病などでお子さまを保育できない場合、または保護者が育児に負担を感じ

リフレッシュしたい場合に、一時的に認定こども園や保育所、地域型保育事業でお子さまを預かり、

保育します。 

・該当年齢クラスに空きがないなどの理由により、お預かりできない場合もあります。 

 

 利用できる対象児童                                                          

 ・保護者の短時間・断続的労働、職業訓練、就学等により、原則として週 3 日以内で家庭における育児

が困難となり保育が必要となる児童 

 ・保護者の災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的

に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童 

 ・保護者の育児等に伴う心理的・身体的負担を解消する等の理由により一時的に保育が必要となる児童 

 ・障がい等があり、集団生活に慣れさせるために保育を必要とする児童 

 

※認定こども園（保育所機能）、保育所、小規模保育事業又は事業所内保育事業を利用しているお子さん

のご利用はできません。 

※ひと月に複数園での一時預かり事業（一時保育）のご利用はできません。ただし、自主事業で実施し 

ている認可外保育施設等の一時預かりは併用可能です。 

 

 実施施設                                                               

認定こども園・保育所・小規模保育事業・事業所内保育事業（一部の施設を除く） 

 

 令和 7年度利用料および副食費 1 人 1 回当たり                                           
                                               

年齢区分 利用時間 利用料 副食費 

0～2歳児 
4 時間未満 1 回 1,200 円 ― 

4 時間以上 1 回 2,000 円 ― 

3～5歳児 
4 時間未満 1 回  500 円 

日額 200 円 
4 時間以上 1 回  800 円 

※市区町村民税非課税世帯等の児童は利用料および副食費の免除制度があります。 

※年齢区分は、当該年度 4月 1日の前日の年齢による区分です。 

 

 利用申込み                                                               

・利用する際は、あらかじめ希望する施設に申込みをしてください。   

※施設の状況等により、受入れができない場合があります。 

 

 その他施設での一時預かり事業（一時保育）                                                            

・認可外保育施設などでも、一時預かり事業（一時保育）を実施している場合がありますので、各施設

に直接お問い合わせください。 

 

 

 

  

詳しいご案内は 

こちらから 

利用空き状況は 

こちらから 
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11．病児・病後児保育について                       
※令和 7年度の事業内容を掲載しています。 

【問い合わせ先】幼保支援課 企画・制度グループ TEL：053-457-2827  

 利用できる対象児童                                                             

・保護者が市内に住所を有する乳幼児または小学校に就学している児童 

・病気または病気の回復期にあって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する

必要があり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会

的にやむを得ない事由により家庭での保育が困難な児童 
 

 病後児保育室利用時の病気の回復期について                                                        

1）乳幼児が日常かかる病気（かぜ、消化不良など）…急性期を経過した後 

2）伝染病疾患（はしか、風しん、麻しんなど）………急性期を経過し伝染の可能性がなくなってから 

3）喘息など慢性疾患………………………………………発作がおさまってから 

4）骨折など外傷性疾患……………………………………症状が固定してから 
 

 利用期間                                                                  

原則、連続 7日以内  

 令和 7年度利用料および副食費 1 人 1 日当たり                                               

               
 
 
 
 

※市区町村民税非課税世帯等の児童は利用料および副食費の免除制度があります。 

 開所日・利用時間                                                             

直接、下表実施施設へお問い合わせください。 

 利用登録                                                                 

利用する可能性のある人は、事前に下表実施施設で利用登録をする必要があります。 

登録時には「病児・病後児保育施設等利用登録兼児童票」が必要となります。 

※上記の書類は、幼保支援課、各実施施設で受け取ることができます。 

また、子育て情報サイト「ぴっぴ」からダウンロードすることができます。 
 

 利用申込み                                                                                                           

利用する日の前日までに、希望する施設に予約してください。 

なお、利用に際しては、以下の書類が必要となります。 

【必要書類】 

・医師連絡票 ・保護者からの病状連絡票  

※上記の書類は、幼保支援課、各実施施設で受け取ることができます。 

また、子育て情報サイト「ぴっぴ」からダウンロードすることができます。 

※実施施設によっては、その他の書類が必要となる場合がありますので、提出書類については、直接、

施設にご確認ください。 

【令和 7年度実施施設一覧】 

 区 区分 定員 施設名 所在地 電話番号 

1 

中央区 

旧中区 

病児・病後児 4 人 中央ながかみこども園 中島二丁目 7-8 581-7677 

2 病児・病後児 6 人 
病児・病後児保育 
みつばち第 2保育園 

和地山一丁目 12-32 522-9088 

3 病後児 4 人 聖隷こども園めぐみ 和合町 555-1 401-1212 

4 旧東区 病児・病後児 4 人 みどり保育園 有玉西町 1222 424-9333 

5 旧南区 病児・病後児 4 人 みつばち保育園 瓜内町 844-3 444-3282 

6 旧北区 病後児 4 人 聖隷こども園わかば 根洗町 645-1 437-0822 

7 浜名区 旧浜北区 病児・病後児 6 人 桜町クリニック 道本 28-3 585-3230 

年齢区分 利用料 副食費 

0～2歳児 日額 1,500 円 － 

3～5歳児 日額 1,300 円 日額 200 円 

書類のダウンロード
はこちらから 
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12．こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について                     
※令和 7年度の事業内容を掲載しています。 

 

 

 

「こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）」とは                                                            

全てのこどもの育ちを応援し、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟

に利用できる新たな通園制度です。 

（実施期間：令和 7年 4月～令和 8年 3月） 

 

 利用対象者                                                              

次のいずれにも該当する利用認定を受けたこども 

・浜松市内に在住している 

・生後 6か月から満 3歳未満である 

・幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に通っていない 

 

 実施施設                                                               

市内の保育施設等 48 施設 

（認定こども園、保育所、私立幼稚園、小規模保育事業、事業所内保育事業） 

※実施施設一覧、施設ごとの受入可能枠については子育て情報サイトぴっぴをご覧ください。 

 

 利用日数・時間                                                             

・1か月にこども 1人あたり 5回まで（最大 10時間） 

・利用可能時間は、原則 1日 1回（2時間） 

※こどもの発達状況等に応じ、連続して 2回（4時間）までの利用が可能です。 

・利用可能枠は、1回 2時間の枠（ 9:00～11:00、13:00～15:00 等）を各施設で設定しています。 

※2 時間または 4 時間を超えて利用した場合や同月 5 回を超えて利用した場合は、追加で一時預かり事

業（一時保育）の利用料が発生します。 

 

 利用料                                                                

 1 回あたり 600 円 

 ※食事やおやつの提供、制作活動の実施等により実費を徴収する場合があります。 

※市民税非課税世帯などの要件に該当する場合は、利用料の免除制度があります。 

 

 利用までの流れ                                                                
  
（１） 利用認定申請 子育て情報サイトぴっぴのオンライン申請のバナーから申請する。 

（２） 予約専用システムの登録 認定後、予約専用システムの利用者アカウント用 IDと初期パスワー

ドがメールにて送付される。 

（３） 事前面談申請 予約専用システムへログインし、利用を希望する施設へ事前面談の

申請をする。※初回利用時のみ 

（４） 利用予約 予約専用システムへログインし、利用を希望する施設を予約する。 

（５） 利用開始 予約した施設を利用する。 

（初回利用時など、必要に応じて親子通園が可能） 

 

 利用料免除制度                                                     

 下記に該当する場合は、利用料の免除を受けることができます。 

※昼食費や教材費等の利用料以外の費用は免除対象外です。 

 ・生活保護世帯  

・利用する日の属する年度（利用する日が 4 月から 8 月までの間にあっては前年度）の市区町村民税非

課税世帯の児童 

・利用する日の属する年度（利用する日が 4月から 8月までの間にあっては前年度） 

の市区町村民税所得割額 77,101 円未満の世帯 

 

【問い合わせ先】幼保支援課 企画・制度グループ TEL：053-457-2827 

給付グループ TEL：053-457-2826 

詳しいご案内は 

こちらから 
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13．ＦＡＱ（よくあるご質問）                       
 

 利用の申込みに関すること                                           
 

Ｑ1-1 利用申込みはいつまでにすればよいですか？     

 Ａ 4 月から利用希望の場合は特別なスケジュールを設けて実施します。詳しくは P8 をご覧ください。 

年度途中からの利用を希望する場合は利用希望月の前月 3日頃が申込みの締切日となります。 

詳しくは P10 をご覧ください。 

 

Ｑ1-2 利用申込み書類はどこに行けばもらえますか？    

Ａ 幼保支援課 保育相談センター、各こども家庭センターで書類一式を受け取ってください。 

 

Ｑ1-3 こども家庭センターで利用申込み書類を提出することはできますか？               

Ａ こども家庭センターでは受付できません。締切日までに指定のピンク色の封筒に切手を貼り、保育相

談センターに郵送してください（締切日当日消印有効）。直接、窓口提出を希望される場合は、保育

相談センターまでお越しください（4月の一斉受付は窓口での提出はできません）。 

 

Ｑ1-4 募集人数・申込み状況はいつ頃公表されますか？  

Ａ 毎月 1日（閉庁日の場合は翌開庁日）の 13時頃に子育て情報サイト「ぴっぴ」で公表します。 

4 月の一斉受付はスケジュールが違います。詳しくは P8 をご覧ください。 

 

Ｑ1-5 幼稚園・認可外保育施設の利用申込みをしながら、認可保育施設への併願はできますか？  

Ａ 併願することは可能です。ただし、認可保育施設の申込状況によっては利用申込みを受け付けていな

い幼稚園・認可外保育施設もありますので、希望する幼稚園・認可外保育施設にお問い合わせくださ

い。 

 

Ｑ1-6 利用申込みに際して、希望する認可保育施設には必ず見学に行く必要はありますか？   

Ａ 認可保育施設によって保育方針、雰囲気、延長保育の有無、諸経費等さまざまな違いがあります。お

子さまが毎日通う施設ですので、事前に見学をしてください。施設へ事前にご連絡のうえ、見学の日

程の調整を行ってください。見学できない場合は、施設に電話し保育方針等についてご確認ください。 

 

Ｑ1-7 令和 7年度中の申込みと令和 8年 4 月（令和 8年度）の申込みを考えています。 

Ａ 令和 7年度分と令和 8年度分の申込み書類をそれぞれそろえていただき、それぞれの受付期間内に専

用返信用封筒に入れてご提出ください。まとめて提出することはできません。 

 

Ｑ1-8 申込書類提出後に追加の書類を提出することはできますか？また、どこに提出すればよいですか？ 

Ａ 可能です。利用希望月の受付期間内（郵送の場合は締切日当日消印有効）までに保育相談センターに

提出してください。受付期間を過ぎて提出された場合は、次回の利用調整（選考）からの適用となり

ます。詳しくは P10・P41～P44・P48 をご覧ください。 

 

Ｑ1-9 現在、妊娠している子どもについて、出生前でも申込みはできますか？  

Ａ 原則できません。ただし、4 月の利用申込みに限り、出産予定日が令和 8 年 2 月 3 日までの方のみ出

生前申込みが可能です。4 月 1 日時点のお子さまの月齢が希望する施設の受託年齢を超えていれば、

申込みは可能です。各施設の受託年齢は P62～P69「認可保育施設一覧」をご覧ください。 

 

Ｑ1-10 申請書類の記入を間違えた・記入が間違っている場合、どのように修正すればよいですか？ 

Ａ 修正箇所に二重線を引き、余白に正しい情報をご記入ください。なお、修正テープや修正ペンは使わ

ないようにご注意ください。 

就労証明書等の内容が間違っている場合は証明先に修正を依頼してください。修正箇所には二重線を

引き、記入者の訂正印を押印し、余白に正しい情報をご記入ください。なお、修正テープや修正ペン

は使わないようにご注意ください。 

 

Ｑ1-11 申込みをした後に希望園の追加、変更またはきょうだい申込区分の変更をする場合はどのような手続

きが必要ですか？ 

Ａ 希望の変更手続きは電話での受付のみとなります。希望月に応じて受付期間を定めています。詳しく

は P8 または P10 をご覧ください。 
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Ｑ1-12 募集のない施設にも申込みはできますか？ 

Ａ 申込みはできます。ただし、募集のない月の入園はできません。 

 

Ｑ1-13 希望施設名はすべて（7施設）記入する必要はありますか？  

Ａ 必ずしもすべて記入する必要はありません。しかしながら、より多くの施設をご記入いただいた方が、

施設を利用できる可能性が高くなります。また、内定を辞退されますと、施設の運営に支障が出る場

合があります。事前に見学をするなどして、必ず通える施設をご記入ください。 

 

Ｑ1-14 医療的ケア児はどの施設でも申込み可能ですか？        

Ａ 申込みは可能ですが、医療的ケア児の受け入れは特定の施設でのみ対応しています。面談を実施しな

がら、申込み時に必要書類として添付していただく「医療的ケアに関する主治医の意見書」「園にお

ける活動の目安」の 2枚をお渡しします。書類の作成に時間を要すると思いますので、余裕をもって、

幼保運営課・指導グループ（☎053-457-2117）にご連絡ください。 

 

 教育・保育給付認定に関すること                                        
 

Ｑ2-1 現在、就労の内定をもらっていますが、保育を必要とする証明書としてはどの様式を提出すればよい

ですか？ 

Ａ 就労内定先にて「就労証明書」を記入していただけるのであれば「就労証明書」をご提出ください。

その場合は「就労」事由での申請となります。提出できない場合は、「求職活動」を事由としての申

請となりますので「様式➀申立書兼誓約書」をご提出ください。 

 

Ｑ2-2 これから転職予定です。就労証明書は現在の勤務先または新しい勤務先のどちらが必要ですか？ 

Ａ 利用を希望する月以降に勤務する会社の「就労証明書」をご提出ください。 

 

Ｑ2-3 これから仕事を探す予定ですが、利用申込みはできますか？ 

Ａ 仕事を探している又は起業準備をしている場合には「求職活動」の認定を受けることができます。認

定期間は効力発生日から 90 日を経過する日の月末までとなります。 

 

Ｑ2-4 現在、会社勤務ですが、第 2子の出産を控えています。保育を必要な事由はどのようになりますか？ 

Ａ 入園希望月の 1日が産前 8週（多胎児の場合は 14週）・産後 8週中の場合には「妊娠・出産」事由で

の認定となります。この場合、認定期間は出産日から起算して 8 週間を経過する日の翌日の月末まで

（個別の状況により最大産後 6か月を経過する日の翌日の月末までの延長が可能）となります。 

 

Ｑ2-5 保育を必要とする事由が複数ある場合はどうすればよいですか？ 

Ａ 保育に必要な事由が複数ある場合についても、１つの事由での認定となります。現状で保育の必要度

が高い事由で申請をしてください。ただし、就労先が複数ある場合は、それぞれの「就労証明書」を

提出すれば、合わせて認定・利用調整（選考）することも可能です。（勤務時間等の重複は認められま

せん） 

 

Ｑ2-6 仕事が決まったため、認定内容等を変更したいのですがどうすればよいですか？ 

Ａ 保育必要事由の変更手続きをする必要があります。「教育・保育給付認定変更申請書※」に必ず「支給

認定証」と「就労証明書」を添付し、幼保支援課に郵送してください。各月の変更締切日（締切日消

印有効）までに提出されれば、翌月からの変更となります。待機中の方（P43 参照）、在園中の方（P46

参照）で変更締切日が異なりますのでご注意ください。詳しくは P43・P46 をご覧ください。 

※「教育・保育給付認定変更申請書」は P43・P46 の QR コードからダウンロードできます。 

 

 利用調整（選考）に関すること                                          
 

Ｑ3-1 利用調整（選考）はどのように行うのですか？  

Ａ 「利用調整基準表」に基づき「基準点」と「調整点」を合算した「利用調整基準点」の高い順に選考

を行います。「利用調整基準点」が同点の場合、優先段階の第 1 段階から順に判断します。詳しくは

P37～P39 をご覧ください。 

 

Ｑ3-2 複数の施設の利用を希望した場合、どのように利用調整（選考）されますか？また第 1希望のみ希望

した場合には優先されますか？ 

Ａ 希望した施設のうち複数の施設に内定となった場合は、内定となった施設の中の最上位の希望施設に

内定となります。また、第 1 希望のみ記入された方と複数の施設を記入した方との利用調整（選考）

上の優劣はありません。詳しくは P36 をご覧ください。 
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Ｑ3-3 利用調整（選考）上、申込みが早い方が有利になりますか？ 

Ａ 早く提出しても選考上有利になることはありません。不備なく書類をそろえていただき、受付期間内

にご提出ください。  

 

Ｑ3-4 育児休業からの職場復帰後は育児短時間勤務制度の利用を考えています。育児休業取得前と職場復帰

後、どちらの勤務時間での利用調整（選考）となりますか？ 

Ａ 雇用契約上の勤務時間にて利用調整（選考）を行います。 

  

Ｑ3-5 きょうだいで申込みをした場合、別々の施設になってしまうことはありますか？ 

Ａ きょうだい申込みの内容によっては別々の施設に内定となる場合があります。C補助票②の表面（P21

参照）に、きょうだい申込み時の利用希望を選択する箇所がありますので、家庭状況に応じてご記入

ください。詳しくは P23・P24 をご覧ください。 

 

Ｑ3-6 認可保育施設の利用開始（入園）後に施設を変更（転園）することはできますか？ 

Ａ 現在、ご利用中の施設から他の施設へ変わりたい場合は、新規の利用申込みと同様の手続きが必要で

す。また、転園を希望する場合は、利用調整（選考）上、基準点に 0.8 を乗じた点数（小数点以下四

捨五入）となり、転園希望以外のお子さまを優先して利用調整（選考）します。 

 

 保育料・副食費（免除判定）に関すること                                
 

Ｑ4-1 年度途中に 3号認定から 2号認定に変わったのですが、保育料は変更になりますか？ 

Ａ 保育料は 4 月 1 日時点のクラス年齢で決定します。よって、同年度中（4 月から 3 月まで）は 3 号認

定区分の保育料が適用されます。 

 

Ｑ4-2 市立と私立の認可保育施設で保育料は異なりますか？ 

Ａ 保育料は市立でも私立でも変わりません。なお、施設によっては父母会費や制服代などの実費負担金

等がかかる場合がありますので、別途必要となる費用の詳細は各施設にお問合わせください。 

 

Ｑ4-3 保育料等の納付方法は施設によって異なりますか？ 

Ａ 施設によって異なります。詳しくは P53 をご覧ください。 

 

 育児休業に関すること                                             
 

Ｑ5-1 育児休業給付金を延長するためにはどのような手続きが必要になりますか？ 

Ａ 育児休業給付金の延長方法については、勤務先またはハローワークへお問い合わせください。 

 

Ｑ5-2 育児休業給付金の延長申請手続きに必要な申請書類の写しはもらえますか？ 

Ａ 申請書類の写しをお渡しすることはできませんので、申込みの前に必ずご自身で申請書類の写しをと

っておいてください（市の受付印は不要）。 

 

Ｑ5-3 育児休業中に入園が決まったがいつまでに復職すればよいですか？ 

Ａ 入園月中に復職をしてください。ただし、勤務先の都合等により、月初に復職しなければならない場

合は入園月翌月の１日までに復職をしてください。 

 

Ｑ5-4 育児休業を延長するにあたり、利用開始希望月の翌月以降も待機していることを証明する書類を発行

してもらうことはできますか？また、その際はどのような手続きが必要となりますか？ 

Ａ 「保育施設入園待機証明書」を発行できます。「保育施設入園待機証明書発行依頼書※」にご記入の

上、保育相談センターに郵送してください。依頼書が届き次第、「保育施設入園待機証明書」を作成

し、ご自宅に郵送します。詳しくは P44 をご覧ください。 

※「保育施設入園待機証明書発行依頼書」は P44 の QR コードからダウンロードできます。 

 

Ｑ5-5 

 

育児休業の延長も許容できる（利用調整基準点減点）で申込みをしたが、認可保育施設への入所を希

望する（通常の利用調整点）に変更したい。どのような手続きが必要ですか？ 

Ａ 変更を希望する場合には「育児休業の延長に伴う入園選考順位に関する変更届※」にご記入の上、変

更を希望する月の受付期間内（締切日当日消印有効）に保育相談センターに郵送してください。詳し

くは P40 をご覧ください。 

※「育児休業の延長に伴う入園選考順位に関する変更届」は P44 の QR コードからダウンロードでき

ます。 
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14．土曜日等の共同保育について                     
《概要》 

・土曜日等の共同保育とは、土曜日、8 月のお盆期間、年末年始において、他の施設を利用しているお子さま
と一緒に保育を実施します。 

・次の施設では、共同保育を実施します。土曜日等の実施する期間について、「実施内容」欄に「○」の記載の
ある施設が該当します。 

※各施設の所在地や連絡先等の情報は、P62～P69「認可保育施設一覧」をご確認ください。 
 

《令和 8年度実施施設一覧（予定）》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《注意事項》 

●上記施設の利用(入園)を希望している保護者の方で、土曜日等の保育を希望する場合は、共同保育の詳細

について施設にご確認ください。 

●非常災害や感染症の流行、施設の行事等の事情により、共同保育の実施場所が変更となることがあります。 

●施設名の左側（）内の番号は、次頁以降の「認可保育施設一覧」における各園の番号を記載しています。 
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15．認可保育施設一覧                           
★令和 8年度の認可保育施設について、下記の種別毎に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★受託年齢とは、乳児（0歳児）において、施設で受け入れることができる最も早い月齢です。 

 入所希望月の 1日時点で受託年齢を満たしていない施設へのお申込みはできません。 

なお、「産休明」とは産後 57 日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 

 

★延長保育の実施状況については下記のとおりです。 

  ◎：利用可能時間前後の延長保育実施   〇：利用可能時間後の延長保育実施 

  ●：利用可能時間前の延長保育実施    －：延長保育実施なし 

実施時間については、各施設にお問い合わせください。 

 

★土曜日保育を希望される場合、平日と利用可能時間が異なる場合がありますので、各施設にお問い合わせくだ 

さい。 

 

★「小規模保育事業」または「事業所内保育事業（従業員枠を除く）」を卒園した後は、各事業所が連携する 

認定こども園、幼稚園または保育所に優先的に入園できます。 

 

 希望園の記載方法について                                      

Ａ教育・保育給付認定申請書兼利用申込書（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 希望園記載時の注意点                                         

・事前に施設へ見学に行き、施設の特色は理解しましたか？ 

・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業によっては上乗せ徴収金があることはご存知ですか？ 

・施設の受託年齢は確認しましたか？ 

・延長保育の実施の有無や時間は確認しましたか？ 

・土曜日等の共同保育については確認しましたか？ 

・通える範囲での施設を選びましたか？（内定を辞退されますと、施設の運営に支障が出る場合があります。） 

・施設 No.や施設名称は正しく記載しましたか？ 

記入不要 

市立幼保連携型認定こども園…P62 

私立幼保連携型認定こども園…P62 
保育所型認定こども園…………P64 

市立保育園………………………P64 

私立保育所………………………P65 

小規模保育事業…………………P66 

事業所内保育事業………………P69 

【☞重要】P62 からの一覧表を見て、希望施設の「No.」

と「施設名称」を正しく記入しましょう！ 
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★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 
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★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 



- 64 - 

  

 

★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 
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★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 
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★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 



- 67 - 

  

  

★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 



- 68 - 

  

  
 

  

★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 



- 69 - 

  

 

★受託年齢の「産休明」とは産後 57日からの受入可能施設であり、産前・産後休暇制度の利用の有無は問いません。 



- 70 - 

  

 

 

 

 

 

認可保育施設の入園申込みのことについて知りたい 

チャットボット 

 

 
 

認可保育施設入園申込みに必要な書類について知りたい 

認可保育施設必要書類判定ナビ 

 

 
 

認可保育施設の年度途中の募集人数について確認したい 

ぴっぴ > 知りたい > 保育園・幼稚園・こども園 > 認可保育施設の利用手続き 

 > 年度途中の認可保育施設募集人数一覧 

 
 

認可保育施設の申込み・在園中の手続きに必要な書類や専用封筒をダウンロードしたい 

ぴっぴ > 知りたい > 保育園・幼稚園・こども園 > 認可保育施設の利用手続き 

 > 認可保育施設入園申込み等に必要な書類 

 
 

認可保育施設の一覧を確認したい 

ぴっぴ > 知りたい > 保育園・幼稚園・こども園 > 認定こども園・認可保育施設 

 

 
 

一時預かり事業（一時保育）について知りたい 

ぴっぴ > 知りたい > 一時的な子どもの預け先 > 一時預かり保育 

 > 認定こども園・認可保育園・地域型保育事業の一時預かり事業（一時保育） 

 
 

病児・病後児保育について知りたい 

ぴっぴ >知りたい > 一時的な子どもの預け先 > 病児・病後児保育 

 > 病児・病後児保育 利用手順と必要書類（浜松市委託事業） 

 
 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について知りたい 

ぴっぴ >知りたい >保育園・幼稚園・こども園 

 > こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業） 

 



 

お問合せ先 

 

問合せ内容 連絡先 

・認可保育施設の入園手続き（転園を含む）に関する 

 相談 

・入園申込み希望施設の変更・きょうだい申込み区分 

の変更に関する相談・受付 

・こどもの預け先について 

 （認可外保育施設・保育所等） 

・一時預かり事業（一時保育）、病児・病後児保育の 

利用について 

・広域入所について 

幼保支援課 

保育相談センター 
053-457-2833 

・認可保育施設に在園中の児童について 

・在園児下の子に関する相談 

・保育料の決定について 

・市立幼稚園の利用について 

幼保支援課 

入所管理グループ 
053-457-2867 

・こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に 

ついて【利用の申請に関すること】 

・幼稚園を利用中の児童について 

・幼稚園、認可外保育施設の無償化について 

・企業主導型保育事業を利用するにあたっての認定に 

ついて 

幼保支援課 

給付グループ 
053-457-2826 

・保育料の支払いについて 

・私立幼稚園の 2歳児預かりについて 

・一時預かり事業（一時保育）の免除申請について 

・認証保育所の保育料負担軽減認定制度について 

幼保支援課 

事業グループ 
053-457-2118 

・病児・病後児保育の免除申請について 

・こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）に 

ついて【制度に関すること】 

幼保支援課 

企画・制度グループ 
053-457-2827 

・医療的ケア児の相談 幼保運営課 

指導グループ 
053-457-2117 

 

 

 
認可保育施設利用案内 

令和 7年 10 月発行 

編集・発行 浜松市こども家庭部 

         幼保支援課 
      

〒430-0933 

  浜松市中央区鍛冶町 100 番地の 1 

   ザザシティ浜松 中央館 5階 

   053-457-2833 

FAX  053-457-2039 

 

認可保育施設の申込みには 

マイナンバーカードが便利です。 


